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令和６年第２回定例会 

 

三 沢 市 議 会 会 議 録 

 

第２号（令和６年６月６日） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

◎議事日程 

第１ 市政に対する一般質問 

───────────────── 

 （本定例会に提出された事件） 

第２ 議案第33号 専決処分の承認を求め

ることについて（令和５年度三

沢市介護保険特別会計補正予算
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第３ 議案第34号 専決処分の承認を求め

ることについて（令和５年度三
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第４ 議案第35号 令和６年度三沢市一般

会計補正予算（第１号） 
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ついて） 
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ることについて（三沢市国民健
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険条例の一部を改正する条例の

制定について） 

第８ 議案第39号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市地方活

力向上地域に係る固定資産税の

特別措置に関する条例の一部を

改正する条例の制定について） 

第９ 議案第40号 三沢市個人番号の利用

に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

第10 議案第41号 三沢市子ども・子育て

会議条例の一部を改正する条例

の制定について 

第11 議案第42号 三沢市長等の損害賠償

責任の一部免責に関する条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて 

第12 議案第43号 三沢市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の

運営並びに特定子ども・子育て

支援施設等の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する

条例の制定について 

第13 議案第44号 三沢市指定介護予防支

援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定に

ついて 

第14 議案第45号 三沢市指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定

について 

第15 議案第46号 三沢市指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制
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定について 

第16 議案第47号 三沢市指定居宅介護支

援等の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例の一部

を改正する条例の制定について 

第17 議案第48号 青森県市町村総合事務

組合の共同処理する事務の変更

及び青森県市町村総合事務組合

規約の変更について 

───────────────── 

第18 総括質疑 

───────────────── 

第19 特別委員会の設置及び議案の付託 

───────────────── 

第20 特別委員会委員の選任 

───────────────── 

◎本日の会議に付した事件 

第１ 市政に対する一般質問 

───────────────── 

 （本定例会に提出された事件） 

第２ 議案第33号 専決処分の承認を求め

ることについて（令和５年度三

沢市介護保険特別会計補正予算

（第３号）） 

第３ 議案第34号 専決処分の承認を求め

ることについて（令和５年度三

沢市一般会計補正予算（第９

号）） 

第４ 議案第35号 令和６年度三沢市一般

会計補正予算（第１号） 

第５ 議案第36号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市税条例

の一部を改正する条例の制定に

ついて） 

第６ 議案第37号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市国民健

康保険税条例の一部を改正する

条例の制定について） 

第７ 議案第38号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市介護保

険条例の一部を改正する条例の

制定について） 

第８ 議案第39号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市地方活

力向上地域に係る固定資産税の

特別措置に関する条例の一部を

改正する条例の制定について） 

第９ 議案第40号 三沢市個人番号の利用

に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

第10 議案第41号 三沢市子ども・子育て

会議条例の一部を改正する条例

の制定について 

第11 議案第42号 三沢市長等の損害賠償

責任の一部免責に関する条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて 

第12 議案第43号 三沢市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の

運営並びに特定子ども・子育て

支援施設等の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する

条例の制定について 

第13 議案第44号 三沢市指定介護予防支

援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定に

ついて 

第14 議案第45号 三沢市指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及
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について 

第15 議案第46号 三沢市指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制

定について 

第16 議案第47号 三沢市指定居宅介護支
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援等の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例の一部

を改正する条例の制定について 

第17 議案第48号 青森県市町村総合事務

組合の共同処理する事務の変更

及び青森県市町村総合事務組合
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午前１０時００分 開議 

○議長（加澤 明君） おはようございま

す。 

 出席議員は定足数に達しておりますので、

会議は成立いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 本日の議事は、タブレットに配信しており

ます議事日程第２号をもって進めます。 

───────────────── 

  ◎日程第１ 市政に対する一般質問 

○議長（加澤 明君） 日程第１ 市政に対

する一般質問を行います。 

 舩見昌功議員の登壇を願います。 

 舩見議員。 

○５番（舩見昌功君） おはようございま

す。市民クラブの舩見昌功でございます。質

問に入ります前に議長のお許しをいただき、

一言御挨拶をさせていただきます。 

 先般、３月に行われました三沢市議会議員

選挙におきまして、市民の皆様から御支援を

賜り、再び市政壇上へ押し上げていただきま

した。この場をお借りいたしまして、心から

感謝申し上げます。 

 市民の皆様の声をしっかりと受け止め、市

民の代弁者としてその声を市政に届け、市政

発展のため、微力ながら取り組んでまいりま

す。これからもどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、改選後、最初の定例会に際しま

して、トップバッターとして一般質問の機会

をいただきましたことに、先輩議員、そして

同僚議員の皆様に感謝を申し上げ、通告に従

いまして、市政に対する一般質問をさせてい

ただきます。 

 はじめに、行政問題としまして、Ｃｈａｔ

ＧＰＴをはじめとする生成ＡＩの利活用につ

いて、お伺いいたします。 

 少子高齢化に伴う人材不足が多方面で叫ば

れる現代日本。そのような中、地方自治体に

おける課題は複雑化、多様化し、さらに新型

コロナウイルスの発生を機に、緊急時の対応

においても素早い行政サービスが求められる

ようになりました。 

 また、今後起こり得る人材不足問題は深刻

で、行政の効率化は喫緊の課題と言え、それ

に対応するために行政のＤＸ化をさらに推進

していく必要があります。 

 特に、電話や対面での従来のコミュニケー

ションだけではなく、複雑化、多様化し、緊

急性の高い業務について生成ＡＩやビジネス

チャットツールを取り入れることは有効であ

り、情報共有の効率化、意思決定のスピード

向上を実現し、働き方改革や業務改善を推進

し、効果を発揮いたします。 

 ＣｈａｔＧＰＴは、アメリカのオープンＡ

Ｉ社によって開発されたＡＩツールで、大規

模言語モデルをベースにしており、質問への

回答、会議録の要約、資料作成の構成、企画

立案時の観点やキーワードの提案など、幅広

い知的作業を自動で行うことが可能なツール

であるとされております。 

また、ＣｈａｔＧＰＴ以外にも様々な生成

ＡＩが存在します。Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社の

Ｃｏｐｉｌｏｔは、ネット検索やＷｏｒｄ、

Ｅｘｃｅｌといったオフィスソフトの利用を

サポートする対話型の生成ＡＩであります。

また、ＧｏｏｇｌｅではテキストベースのＧ

ｏｏｇｌｅ Ｇｅｍｉｎｉなどもございま

す。 

 ＣｈａｔＧＰＴをはじめとする生成ＡＩの

利活用は多くの自治体で始まっており、令和

５年４月に全国の自治体に先駆けて試験導入

した横須賀市では、４１日間で約２万６,００

０件の利活用があり、使用した職員の８割以

上が仕事の効率が上がると回答し、現在では

本格実装しております。 

 また、県内では、青森県庁やむつ市では昨

年７月から、中泊町では昨年９月より試験導

入をし、積極的に利活用されております。 

 ＣｈａｔＧＰＴをはじめとする生成ＡＩ

は、業務の在り方を大きく変革する可能性を

秘めている一方、様々なリスクも指摘されて

います。そのため、利活用に当たり期待する

効果を得るためには、その特性をよく理解
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し、正しく利活用することが重要でありま

す。 

 本市においても、今後ＣｈａｔＧＰＴ等を

利活用することで、これまでにない着想を得

られる可能性があり、業務の効率化や市民

サービスの向上につなげられると考えており

ます。そこで３点お伺いいたします。 

 １点目、ＣｈａｔＧＰＴをはじめとする生

成ＡＩの導入・利活用について、現在どのよ

うな検討がされているのかお伺いいたしま

す。 

 ２点目、利活用する上での課題についてお

伺いいたします。 

 ３点目、文部科学省は令和５年７月に初

等・中等教育段階における生成ＡＩの利用に

関する暫定的なガイドラインを公表し、教育

現場におけるメリット・デメリットを踏まえ

た指針を示しております。 

 また同時に、教育活動や公務において生成

ＡＩの活用に取り組む生成ＡＩパイロット校

を募集、指定し、先進事例を収集、本年２月

に成果報告会を実施しております。 

 このように、教育現場においても、生成Ａ

Ｉをどのように活用するのかの模索が始まっ

ております。 

 そこで、小・中学校において、授業等を通

して適切な使い方を児童・生徒に指導してい

く必要があると思いますが、御見解をお伺い

いたします。 

 次に、病院問題としまして、三沢市立三沢

病院におけるウェブ診療予約システムについ

てお伺いいたします。 

 近年、デジタル技術の進展に伴い、多くの

病院でウェブ診療予約システムの導入が進ん

でおります。 

 そのシステムとは、オンラインで病院の診

療予約ができるシステムのことであり、イン

ターネット環境さえあれば、患者が自分で空

いている時間枠を探して、いつでもどこでも

診療予約ができるため、非常に便利なシステ

ムであります。 

 また、診療予約に関する受付業務を自動化

できるため、院内スタッフの負担軽減にもつ

ながります。 

 さらに、患者の待ち時間の短縮や待合室の

混雑が原因の感染症リスクを減らせることも

大きなメリットであり、病院利用者には、よ

り便利で効率的な医療サービスの提供がで

き、また、院内スタッフの業務効率化を図る

ことが可能となります。市立三沢病院は、上

十三地域保健・医療圏の中核病院として、地

域医療の提供に御尽力いただいております

が、病院利用者からは、予約時間に診察して

もらったことがない、立ったまま何時間も

待ったなどの声が聞こえてきております。 

 令和６年３月に策定された三沢市立三沢病

院経営強化プランにおける取組の一つとし

て、さらなるデジタル化への対応により、医

療の質の向上や働き方改革、業務効率化に努

めるとし、出退勤管理やＡＩ問診等のシステ

ムの導入、電子カルテの標準化を検討してい

るとあります。 

 そこで、ウェブ診療予約システムを導入

し、病院利用者の利便性向上や病院業務の効

率化を図るために２点伺います。 

 １点目、ウェブ診療予約システムの導入の

検討について、御見解をお伺いいたします。 

 ２点目、これまでに様々な苦情等が寄せら

れたことと思いますが、どのように対策し改

善をしているのかお伺いいたします。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。御

答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（加澤 明君） ただいまの舩見昌功

議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） おはようございま

す。 

 ただいまの舩見議員御質問の行政問題のＣ

ｈａｔＧＰＴをはじめとする生成ＡＩの利活

用についての第１点目、ＣｈａｔＧＰＴをは

じめとする生成ＡＩの導入、利活用につい

て、現在どのような検討がなされているのか

は私から、そのほかにつきましては、担当部

長並びに病院事務局長からお答えをさせます
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ので、御了承を願いたいと存じます。 

 ＣｈａｔＧＰＴやＣｏｐｉｌｏｔに代表さ

れる生成ＡＩは、文書の要約や文案作成、ア

イデアの創出など、当市の業務においても職

員の働き方を変える可能性を持っているサー

ビスであると考えております。 

 当市では、音声や手書きの文字をＡＩが認

識し、データ化するサービスを既に導入して

おりますが、さらなるデジタル技術の活用に

よる業務効率化のため、生成ＡＩの利用に向

けて、説明会への参加や情報収集などを行っ

て、これまでも検討してまいりました。 

 今年度は、生成ＡＩで可能な業務につい

て、職員を対象とした研修を実施する予定と

しております。 

 今後におきましては、先進自治体の動向な

ども踏まえながら、セキュリティーが確保さ

れ、生成ＡＩが安全に利用できる方法やルー

ルについて、デジタル化推進委員会や専門部

会において調査・研究した上で、まずは試行

的な導入を検討してまいりたいと考えており

ます。 

 私からは以上であります。 

○議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長(織笠一任君） 行政問題のＣｈａ

ｔＧＰＴをはじめとする生成ＡＩの利活用に

ついての第２点目、利活用する上での課題は

何かについてお答えいたします。 

 生成ＡＩは、対話によって文書などの生成

が可能となっていることから、当市におきま

しても、業務の効率化につながる大きな可能

性を持っていると認識しております。 

 一方で、入力したデータをＡＩが学習し、

他者への回答に活用されるといった情報漏え

いの危険性や、事実とは異なる不正確な回答

の生成、著作権侵害などのリスクがあること

が指摘されております。 

 生成ＡＩは、便利で使いやすい反面、利用

する上ではリスクが想定されることから、導

入する場合には、他自治体の取組等の調査・

研究を重ね、セキュリティーの高いＡＩサー

ビスの選択や、個人情報の入力禁止などの利

用ルールを整備し、安全にかつ効果的に活用

ができるよう進めていく必要があると考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 教育部長。 

○教育部長（岡部章典君） 行政問題の第３

点目、小中学校において授業等を通しての生

成ＡＩの適切な使い方の指導についてお答え

いたします。 

 現在、市内小中学校では、授業におけるＩ

ＣＴの活用について、教育委員会が示した

「三沢市教育の情報化基本方針」の下、児童

生徒の情報活用能力及び情報モラルの育成や

タブレット端末の活用等について、各校が主

体的に取り組んでおります。 

 御質問にあります、ＣｈａｔＧＰＴをはじ

めとする生成ＡＩの利用は、今後さらに普及

していくことが予想されることから、小中学

校においても、より適切な活用方法等も含

め、生成ＡＩの使い方指導は喫緊の検討課題

と認識しております。 

 教育現場における生成ＡＩの利用について

は、提供会社が年齢制限、保護者の同意等の

利用規約を設定していることや、文部科学省

が策定した「初等中等教育段階における生成

ＡＩの利用に関する暫定的なガイドライン」

において、情報の真偽を確かめることの習慣

づけも含め、ＡＩ時代に必要な資質・能力の

向上を図る必要があること及び発達の段階や

実態を踏まえ、利用が効果的か否かで判断す

ることなどの考えが示されております。 

 教育委員会といたしましては、これらのこ

とを踏まえ、児童生徒の生成ＡＩの使用に関

する実態とを関連づけながら、メリットやデ

メリットについて調査・研究した上で、先進

活用校等の情報を各校と共有し、児童生徒が

生成ＡＩを適切に活用できるよう、保護者と

連携しながら、使い方指導の充実に努めてま

いります。 

 以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 三沢病院事務局長。 

○三沢病院事務局長（遠藤恵介君） 病院問
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題の三沢市立三沢病院におけるウェブ診療予

約システムの第１点目、ウェブ診療予約シス

テムの導入の検討についてお答えいたしま

す。 

 ウェブ診療予約システムとは、パソコンや

スマートフォンで患者が外来等の診療予約を

し、診療時間が近くなると通知を行うなど、

患者が待ち時間を把握しやすくなるシステム

でございます。 

 ウェブ診療予約システムの導入につきまし

ては、患者等からの要望もありましたことか

ら、これまでも導入について検討を行ってま

いりました。 

 課題といたしましては、当院では各診療科

において、受付の際に看護師等が症状を聞き

取り、緊急性及び重症性により診療時期等を

決定しております。 

 このことから、ウェブ診療予約システムの

導入につきましては、経費が高額であること

も含めまして、慎重に行いたいと考えており

ますが、患者サービスの一環として有効であ

ると理解をしておりますので、近隣の病院と

も情報交換を行いながら、先進事例の情報収

集をし、導入に向けての検討を今後も進めて

まいりたい、このように考えております。 

 続きまして、病院問題の第２点目、三沢病

院へのこれまでの苦情等における対策や改善

についてお答えいたします。 

 当院への苦情として主なものは、施設、設

備関係や医療従事者及び事務職員への苦情等

となっております。その一件一件に対して、

各部署の職員が相互に連携を取りながら、患

者からの苦情を十分に聞き取り、適切な対応

に努めております。 

 また、当院では、あなたの声という投書箱

を設置し、患者からの当院に対する改善要望

や苦情を受け付け、その回答を院内に掲示し

ております。苦情や要望には、対応が可能な

ものと困難なものがございますが、一例を申

し上げますと、要望が多くありました公衆Ｗ

ｉ－Ｆｉの導入につきましては、病院利用者

が少しでも快適に利用できるよう、国庫補助

を活用し、本年４月にＷｉ－Ｆｉ環境を整備

いたしました。 

 このように、可能な限り、患者の要望をお

聞きし、適切な対応に努めております。 

 いただいた苦情等につきましては、当院の

サービスの向上へつながる大事な声と真摯に

受け止め、当院の理念にあります患者に信頼

される病院、患者に優しい病院となるよう、

より良い対応に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 舩見議員。 

○５番（舩見昌功君） 各般にわたり御答弁

いただきました。ありがとうございます。順

に再質問させていただきます。 

 まず、ＣｈａｔＧＰＴをはじめとする生成

ＡＩの利活用についての１点目、導入利活用

について、現在どのような検討がされている

か。現在は、音声認識ＡＩや手書き文字認識

ＡＩを既に導入しているとのことでした。ま

た、今年度、先ほど答弁の中で職員を対象と

した研修を実施とのことでありました。やは

り、それを使う人材の育成というのが何より

も必要だと考えられます。 

 そこで、まず、研修を実施する予定とのこ

とでしたが、そのスケジュール感といいます

か、いつ頃、今年度実施しているのか、して

いくのか、もし決まっているならばお示しく

ださい。 

○議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） ただいまの再質

問の、今年度実施する研修の予定についてお

答えいたします。 

 先ほどの答弁でもありましたように、これ

まで生成ＡＩについての各研修ですとか、他

自治体の情報等の収集に努めておりまして、

その上で今年度、生成ＡＩで可能な業務につ

いて、職員を対象とした研修を実施する予定

となっておりまして、講師に外部の講師を招

いて実施したいと考えております。 

 実施時期についてはまだ決まっておりませ

んので、お答えすることは難しいのですが、

今年度中の開催を考えております。 
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 以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 舩見議員。 

○５番（舩見昌功君） 御答弁ありがとうご

ざいました。 

 今年度実施時期はまだ未定ですが、外部講

師を招いて研修をするとのことでございまし

た。やはりこういうのは、他自治体もどんど

んどんどん進めておりますので、やはりス

ピード感、得意・不得意、メリット・デメ

リットありますけれども、よくよく勉強し、

他自治体の先進事例も参考にしながら取り組

んでいただきたいと思います。 

 そこで、答弁の中でも試験的な導入を検討

するとのことでした。その時期、もし、これ

もまだ未定なのかもしれませんが、早い時期

にやはり試験導入し、例えば３か月のトライ

アル実施なり、各課から若い方々を集めてや

るべきだと思いますが、その辺について、ど

のような御見解をお持ちかお示しください。 

○議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） ただいまの再質

問の導入時期についてお答えいたします。 

 導入の検討に当たりましては、まずはどの

ような機能があって、どの業務の活用に効果

が見込まれるのか、どのようなリスクや課題

があるのかをしっかりと把握することが重要

だと考えております。 

 そのため、まずは導入自治体の事例につい

て調査・研究して、十分なセキュリティー対

策を検討した上で、適切な時期に導入につい

ての判断をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 生成ＡＩの活用により、職員の仕事の効率

が上がることで、限られた人員を新たな課題

解決に振り分けることができ、さらなる市民

サービスの向上につながるものと考えており

ますので、生成ＡＩを適切に活用していける

ように取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 舩見議員。 

○５番（舩見昌功君） 御答弁、ありがとう

ございました。 

 再質問を次に移ります。 

 ⑵の利活用をする上での課題は何かとのこ

とでございます。 

 まず、答弁では情報漏洩の危険性、不正確

な回答の生成、また著作権侵害等々のリスク

が想定されるとのことであり、やはり利用上

のルールをつくっていかなければいけない、

整備しなければいけない。また、先ほどの

再々質問でもセキュリティーの面についても

触れておりました。そこでやはり、ＡＩが創

り出したフェイクニュースがネットで拡散し

たり、犯罪に悪用されたり、また、軍事利用

されるとのこともございますので、そのよう

なリスクの指摘の中で、ＡＩの倫理の規定、

規則、人として人間としてうまく使っていく

のだと、そのような利用ルールの整備との理

解をしております。 

 そこで再質問としまして、仮に条例化する

なり、ガイドライン、ルールの策定が必要と

思いますが、そのガイドライン等についてど

のようなお考えをお持ちかお示しください。 

○議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） ただいまの再質

問、ガイドラインの作成についての再質問に

お答えいたします。 

 職員が業務で生成ＡＩを安全に利用するた

めには、遵守すべきルールを明確化して、そ

の徹底を図ることが重要であると考えてお

り、利用ガイドラインの作成が必要であると

考えております。個人情報や守秘義務が課せ

られている情報の入力禁止は当然であり、生

成した回答の人による精査や利用によるリス

クの認識など、ルールの遵守を徹底すること

が必要と考えております。ルールについては

条例化はせず、ガイドラインという形で対応

したいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 舩見議員。 

○５番（舩見昌功君） ありがとうございま

した。 

 試験導入と同時にガイドラインの策定等に



- 16 -

ついても、まずスピード感を持って取り組ん

でいただいて、職員の業務の効率化や市民

サービスの向上につながるものと考えますの

で、ぜひよろしくお願いいたします。 

 次に移ります。 

 ⑶の、小中学校における授業等を通して適

切な使い方を指導していく考えはないかにつ

いてでございます。 

 まず、様々なメリット、デメリットござい

ます。そのようなことを踏まえて、保護者と

も連携し、これから使い方指導、充実に努め

るとの御答弁でございました。 

 以前、携帯電話、スマートフォン、そのよ

うなものが世に出たとき、子供たちにとって

は、言葉が悪いですけれども、悪だと、

ちょっと親としては使わせたくないとか、そ

ういう時代がありましたが、時間の変化とと

もに、時代の変化とともに、今では欠かせな

いもの、赤ちゃんでもタブレットを開いて、

ＹｏｕＴｕｂｅのボタンを押してアニメなり

を見るという時代でございます。 

 やはり、これから子供たちが生きていく時

代、ＡＩ、生成ＡＩがないというのは考えら

れないし、この先、もっともっと素晴らしい

技術・テクノロジーが出現してくると思いま

す。やはり、使い方、付き合い方だと思うの

ですよ。 

 そこで、今でもよく分かりませんが、指導

がなくても、ちょっと賢い子だと、自分で

ネットなりで使い方を調べて使っている子も

いると思います。それが正しい使い方なら、

何の問題もないのですが、自分の成長につな

がらないといいますか、またこれも言葉が悪

いですけれども、ただただ楽して、宿題なり

課題なりを済ませようと、そういう子も出て

くるのかなと思っております。そうならない

ように、授業内において、教職員の方から子

供たちに正しい使い方を指導していただきた

いという趣旨の質問でございました。 

 そこで、現時点で分かる、分からない、あ

りますけれども、市内小中学校において、生

成ＡＩを使って、宿題、課題なり、例えば夏

休みの宿題、読書感想文ですとか、そういう

生成ＡＩから答えを丸写しして提出している

という報告案件がございましたらお聞かせ願

います。 

○議長（加澤 明君） 答弁願います。 

 教育部長。 

○教育部長（岡部章典君） ただいまの不正

な使い方をしている事例があるかどうかにつ

いてお答えいたします。 

 現在は、小中学校においては、生成ＡＩと

いうものは学校としては使わせておりませ

ん。また、そういった事例等の報告等も、教

育委員会のほうには上がってきてはございま

せん。 

 以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 舩見議員。 

○５番（舩見昌功君） ありがとうございま

した。 

 現在は、そのような不正な使い方の報告は

上がっていないということでございました

が、今後、必ず出てくると思います。これか

ら、夏休みが来ます。そういうところに注視

しながら、これからも取り組んでいっていた

だきたいと思います。 

 児童生徒に指導する、使い方を教えていく

ということは、その指導する先生方、教職員

の方も、それを使いこなすべく勉強しなけれ

ばいけないと思います。そこで、教職員に対

する人材育成といいますか、そういうものの

生成ＡＩに対する研修会なり、そのようなも

のに参加しているのか、また今後、そういう

ようなことにスピード感を持って取り組んで

いくのか、お聞かせください。 

○議長（加澤 明君） 答弁願います。 

 教育部長。 

○教育部長（岡部章典君） ただいまの教職

員の研修、生成ＡＩ関係の研修をしているの

か、また、研修する予定がなければあるのか

どうかという再々質問に対してお答えいたし

ます。 

 先ほど、答弁の中でもございましたけれど

も、生成ＡＩにつきましては、今後ますます
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各種分野に利活用されるということが想定さ

れております。 

 教育委員会といたしましては、生成ＡＩの

仕組みや機能、あと学校教育における使い方

指導や活用方法などについて、教職員を対象

とした研修を実施していく必要、これはある

ということにて認識しております。 

 実施方法等につきましては、現段階では国

や県からの情報、また、研修に関する案内等

はまだ来ていない状況でございますが、先進

自治体の事例、あと今後の国や県の状況を踏

まえて検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 また、利用に関するルールや情報モラルに

つきましては、児童生徒だけではなく、保護

者にも周知していく必要があるというふうに

考えております。 

 いずれにいたしましても、多忙な教職員の

現状ではございますけれども、子供たちへの

適切な指導や働き方改革にもつながる意味

で、機会を捉えて早期に研修への参加を検討

してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（加澤 明君） 舩見議員。 

○５番（舩見昌功君） ありがとうございま

した。 

 教員の方の働き方改革にもつながるとあり

ました。大変、教員の方、忙しい中、子供た

ちと接していると思います。一つ、これもま

たスピード感を持って取り組んでいただきた

いと思います。 

 これに関しては、以上で終わります。 

 次に、２件目の三沢市立三沢病院における

ウェブ診療予約システムについて再質問いた

します。 

 御答弁では、患者からの要望もあり、既に

導入について検討してきたとのことでござい

ました。また、費用対効果の面も考えて、そ

れに受付の際に看護師が院内トリアージし

て、診察の順番、時間を決めているとのこと

で、導入には経費は高額であり、しかしなが

ら必要なものであるので、近隣病院とも情報

交換して、これからも取り組んでいくとの御

答弁でございました。 

 これに関しては、病院の予算等もございま

すし、医師等の御意見もございますので、そ

の辺も加味しての御答弁だと思いますので、

しかしながら、今後、新しい研修医、若い研

修医の方が来て、まだこんなシステムも入れ

ていないのとかということにもなってくると

思いますので、ぜひ前向きに、導入、検討し

ていただきたいとお願いしたいところでござ

います。 

 再質問としまして、やはり、そういうウェ

ブシステム、予約システムが難しいなら、待

合室で待っている方々、患者が、私の順番は

何番目なのだろうとか、そういうのをモニ

ターに映して、番号、数字で５人ぐらい、そ

ういうのができると思うのです。診察順の見

える化といいますか、そのことについて、ど

のような見解をお持ちかをお示しください。 

○議長（加澤 明君） 三沢病院事務局長。 

○三沢病院事務局長（遠藤恵介君） 待ち時

間が分かるようにすることができないか、見

える化について、再質問にお答えいたしま

す。 

 待ち時間の見える化につきましては、現

在、各科の診察室入り口の横に、順番が分か

る表示パネルを設置しており、また同様にエ

ントランスホールにも設置しております。 

 いろいろな手法があると思いますけれど

も、現在、当院で導入を検討しておりますの

は、電子カルテと連動した患者向け受診支援

サービスというものでございまして、診察待

ちの人数表示や診察時間が近づくとスマート

フォンに通知が届く機能を持っているシステ

ムとなります。ウェブ予約システムやモバイ

ル診察券、医療費自動決済システムなども含

めてパッケージになっておりまして、現在検

討を進めていくことにしております。 

 以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 舩見議員。 

○５番（舩見昌功君） ありがとうございま

した。 
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 もう既に、そのような見える化について、

パッケージとして取り組んでいるとのことで

した。早急に進めていただきたいと思いま

す。それが病院利用者の利便性向上につなが

りますので、よろしくお願いいたします。 

 ⑵の苦情等についてに移ります。 

 再質問はございませんが、様々な苦情があ

ると思います。それを一件一件、対して親切

にちゃんと聞き取りして、適切な対応に当

たっていると。また、あなたの声という投書

箱を設置し、それを院内に貼って対応してい

るとのことでした。これからも大変なことだ

と思いますけれども、ひとつよろしくお願い

いたします。 

 答弁にもありました、本年４月Ｗｉ－Ｆｉ

環境を整備した。また、先般、電話回線の増

設も行っています。そのようにして、できる

ところから病院利用者の利便性の向上に努め

られてきたとのことです。 

 また、上十三まるごとネットも、十和田市

立中央病院と三沢病院で始めましたが、今

般、野辺地病院と七戸病院も加わりましたの

で、やはり三沢市立三沢病院は上十三圏域の

中核病院、中心的病院としての役割を持って

いますので、これからも市民ニーズに応えな

がら、患者に信頼される病院、患者に優しい

病院として、これからも取り組んでいっても

らいたいと思います。 

 再質問はございません。以上でございま

す。 

○議長（加澤 明君） 以上で、舩見昌功議

員の議員の質問を終わります。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 鈴木重正議員の登壇を願います。 

 鈴木議員。 

○７番（鈴木重正君） おはようございま

す。 

 ９年ぶりにこの場に立たせていただきまし

て、今、大変身の引き締まる思いでおりま

す。思えば、１６年前に初めて登壇した際、

私は思いよこしまなく、市民の幸せのため

に、市政発展のために、誠心誠意、百節不撓

の精神で望んでまいります、というような挨

拶をさせていただきました。今改めて、その

初心を忘れることなく、これから力を尽くし

てまいりたい、そのように思っております。

どうぞ皆様、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、通告に従いまして質問をさせて

いただきます。 

 まず１点目、三沢市が掲げる国際文化都市

についてであります。 

 三沢市は２００８年に基本理念に、「人と

まち みんなで創る 国際文化都市」を掲げ

て、三沢市総合振興計画を策定。２０１８年

に第二次三沢市総合振興計画を策定し、その

基本理念として、「未来へつなぐ 心安らぐ 

国際文化都市」を掲げております。 

 今、地方は人口減少や少子高齢化の進展、

住民の生活スタイル、意識の多様化などによ

り様々な課題が山積しておりますが、厳しい

現実から決して目を背けることなく、行政、

住民、事業者とが情報を共有して目指す都市

像の実現に向かって一体となってまちづくり

を進めていくことが肝要であります。 

 そこでまず、改めて三沢市が掲げる都市像

に、行政、住民、事業者とが共通の認識を持

つために、国際文化都市とは具体的にどのよ

うな都市なのかお伺いをいたします。 

 私が国際文化都市という字面から想像する

都市像は、例えば、人だけではなく物や金、

情報など、海外との交流が盛んであるだと

か、世界に発信していく特有の文化があるだ

とか、国際規模の会議や国際的なイベントが

行われているだとか、ＳＤＧｓやカーボン

ニュートラルといった世界的な取組を積極的

に推進しているだとか、語学教育や異文化理

解の促進、高等教育機関など、グローバル人

材を育てる環境が整っているだとか、そのほ

か、人によって様々な都市像が描かれると思

いますが、そのいずれもが世界に認められる

一つの都市をイメージされるのではないで

しょうか。 

 その中で今、国際文化都市、三沢市にでき

ることは、語学教育や異文化理解の促進など
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の環境を整えて、グローバル人材を育ててい

くということではなかろうかと思うところで

あります。 

 三沢市はこれまでも、英語教育に力を入れ

ており、２０２０年に策定された三沢市教育

振興基本計画では、教育施策の方針の中で、

ＭＩＳＡＷＡの今と未来をつくる人づくりを

目指すとしており、特にこの三沢の文字が、

ローマ字表記であるところに国際文化都市と

しての意気込みを感じるものであります。 

 そして、１０の政策目標の一つとして、グ

ローバルなコミュニケーション能力を育む英

語教育の充実を掲げて、市内小学校におい

て、１年生から英語活動科を実施し、ネイ

ティブな英語に触れながら、聞く、話すに加

え、読む、書くも含めた初歩的な英語の運用

能力を育成。さらに、グローバル化に対応し

た国際感覚やコミュニケーション能力を養う

ため、小学校における国際交流などを通じた

異文化理解の促進、中学校における英語教育

の高度化など、英語教育全体の根本的充実を

図るとして、様々な取組を進めております。 

 三沢市における取組は、他自治体に比べて

かなり充実したものとなっていると理解して

おり、市長をはじめ教育長、教育委員会、学

校関係者の皆様のこれまでの努力に心から敬

意を表するものであります。 

 私は、思い切って、この英語教育をさらに

充実させて、どこの自治体にも負けない英語

教育に特化したまち、英語を学ぶなら三沢。

日本一、英語教育環境が充実したまち三沢を

つくって、国内のみならず、世界で活躍する

人材を育てていくことこそが、国際文化都市

を掲げる三沢市が今後進んでいくべき道だと

確信しております。 

 そこで、国際文化都市にふさわしい英語教

育の推進について、どのように考えているの

かお伺いいたします。 

 また、国際文化都市に高等教育機関がない

という現状を三沢市はどのように捉えている

のでしょうか。 

 確かに、現在少子化が進んでいる中、高等

教育機関を新たに整備するということは決し

て容易なことではありません。しかしなが

ら、何もせずに三沢市にどこかから学校を置

かせてくれという話が来ることはまず考えら

れないことであって、やはりその努力を続け

ていくということが必要ではないでしょう

か。 

 高等教育機関の整備について、三沢市のお

考えをお伺いするものであります。 

 ２点目、中長期的な財政の見通しについて

であります。 

 人口減少・少子高齢化の進展は、地方財政

にも大きな影響を及ぼすものであります。人

口減少とそれに伴う経済活動の縮小によっ

て、自治体の税収は減少していく。その一方

で、人口が減少しても必要となる職員の人件

費や公共施設の維持・管理経費等の負担や、

高齢化が進むことによる社会保障費の増加が

見込まれて、地方の財政運営は、ますます厳

しさを増していくことが予想されます。 

 三沢市の人口も、第二次三沢市総合振興計

画が始まった２０２０年には３万９,１５２人

が、その１０年後の２０３０年には３万４,９

５６人、実に１０年間で４,１９６人の減少。

一方で６５歳以上の高齢者人口は４８６人も

増加すると予測されております。 

 また、三沢市公共施設等総合管理計画によ

れば、三沢市全体で建築系公共施設の毎年度

必要となる維持・管理費は、平成２６年度で

総額約７１億円、市民１人当たりに換算する

と約１７万円。高熱費や人件費の上昇などに

よって、現在ではもっと増加していると考え

られます。 

 さらに、施設の更新改修費についても、こ

のままでは２０４６年度までに１５７億円削

減しなければならないとあります。 

 このような状況を見たとき、三沢市の財政

も間違いなく厳しさを増していき、これまで

市民の皆さんが当たり前に受けていたゴミ収

集や除雪をはじめとする行政サービスが低下

していってしまうのではないか、若者たちが

三沢に住みたい、住み続けたいと思える魅力
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あるまちづくりを進めていくことができるの

だろうか、次代を担う子供たちに、将来的に

負の財産を残していくことにはなりはしない

だろうかと、これからの三沢市の財政運営は

本当に大丈夫なのだろうかと心配になってし

まいます。 

 そこで、三沢市の中長期的な財政の見通し

についてお伺いするものであります。 

 ３点目、ふるさと納税への取組についてで

す。 

 都市集中型社会における地方と大都市の格

差是正、人口減少地域における税収減少対応

と地方創生を主目的とした寄附金税制の一つ

で、自分の生まれ育ったふるさとや応援した

い自治体に寄附することにより、税金の控除

が受けられるふるさと納税制度は２００８年

から始まり、寄附者へのお礼で特産品を送る

自治体が年々増えていき、自治体間で返礼品

競争が加熱するなどの問題もありましたが、

その返礼品の制限などが設けられて現在に

至っております。 

 ふるさと納税は、寄附を受ける自治体に

とっては、収入が増えることによる行政サー

ビスの向上や産業の活性化、シティプロモー

ションなど、地元の事業者にとっては、売上

増加や商品ＰＲ、販路拡大など、寄附者に

とっては税金の控除や返礼品、選んだ自治体

への応援など、関係する三者が、互いにメ

リットを共助する三方よしの効果を生み出し

ております。 

 ２０２２年度の実績を見ると、全国で寄附

額は約９,６５４億円、受入件数は約５,１８

４万件にも上り、最も寄附額が多かった自治

体は宮崎県の都城市で、なんと約１９６億円

だったそうであります。 

 青森県を見てみますと、県と県内４０市町

村の寄附額合計で約６３億円。市町村別で最

も多かったのは、弘前市の１１億７,３６６万

円。次いで五所川原市９億８,５２１万円。３

位は青森市の６億４,７９４万円だったそうで

あります。 

 県内１０市で見ると、我が三沢市はといえ

ば、１０市の中で最下位の２,１５８万円。９

位の十和田市が１億７６５万円であることも

見れば、誠に残念ながら、県内１０市の中で

突出して最下位にあると言える状況にありま

す。 

 ふるさと納税には三つの大きな意義があ

り、その第一は、納税者が寄附先を選択する

制度であり、選択するからこそ、その使われ

方を考えるきっかけとなる制度であること。

これは税に対する意識が高まり、納税の大切

さを自分ごととして捉える貴重な機会となり

ます。第二に、生まれ故郷はもちろん、お世

話になった地域に、これから応援したい地域

へも力になれる制度であること。これは人を

育て、自然を守る、地方の環境を育む支援に

なります。第三に、自治体が国民に取組をア

ピールすることで、ふるさと納税を呼びか

け、自治体間の競争が進むこと。これは選ん

でもらうことにふさわしい地域の在り方を改

めて考えるきっかけへとつながります。 

 第一、第二の意義は、どちらかといえば寄

附者側の視点ですが、第三の意義は寄附を受

ける自治体側の視点です。国民に三沢市を選

んでもらう、応援してもらうにふさわしい三

沢市の在り方を改めて考えて、特産品や文

化・観光など魅力ある地域資源を発掘、再確

認して全国に発信することによって、三沢市

のＰＲ、イメージ向上を図っていくというこ

とに、今後スピード感を持って取り組んでい

かなければならないと思うところでありま

す。 

 そして、多くの国民に三沢市を選んでも

らって、応援してもらって、ふるさと納税寄

附額が増えていき、市民の皆さんに大きな利

益をもたらしていくことを期待するものであ

ります。 

 そこで、これまでふるさと納税に、三沢市

はいかなる方針を持ってどのような取組をし

てきたのか。県内１０市の中で突出して最下

位であるという状況をどのように捉えている

のか。また、今後どのような取組をしていく

のかお伺いをいたします。 
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 また、２０１６年から始まった地方創生応

援税制、いわゆる企業版ふるさと納税につい

ても、同様に、これまでの取組並びに今後の

取組についてお伺いをするものであります。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。 

○議長（加澤 明君） ただいまの鈴木重正

議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの、鈴木

議員御質問の行政問題の三沢市が掲げる国際

文化都市についての第１点目、国際文化都市

とは具体的にどのような都市かは私から、そ

のほかにつきましては政策部長並びに財務部

長からお答えをさせますので、御了承を願い

たいと存じます。 

 第二次三沢市総合振興計画では、「未来へ

つなぐ 心安らぐ 国際文化都市」を基本理

念に掲げ、「当市に暮らす全ての人が多様な

文化を尊重し、心豊かで国際性に富んだまち

をつくること」、「当市が持つ素晴らしい伝

統・文化・自然を活かしつつ、穏やかな暮ら

しを守ること」、「当市の子どもたちの未来

をみんなで創り、希望あふれる明日へと繋ぐ

こと」を目指しております。 

 御質問の国際文化都市の具体的な都市像に

ついてですが、当市では米軍三沢基地が所在

するという特性を生かし、国際交流に力を入

れてきました。今では単なる国際交流にとど

まらず、お互いの生活スタイルや価値観を尊

重しつつ、多様な文化を共存・融合させなが

ら、日本人と外国人とが一つのまちに住む同

じ市民として暮らしております。 

 私は、三沢市民は開放性に富み、躍動感あ

ふれる人々が多いと思っております。市内の

あちこちでバーベキューが行われ、またアメ

リカンデーやハロウィンフェスタといった独

自イベントの際には、多くの親子連れでにぎ

わっております。 

 このように、当市で育まれた国際色豊かな

伝統や文化を生かしつつ、誰もが輝き暮らせ

るような、心豊かで国際性に富んだまちが当

市の目指す国際文化都市であり、その実現に

向け、引き続き全力を傾注してまいります。 

 私からは、以上であります。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） 行財政問題の三

沢市が掲げる国際文化都市についての第２点

目、国際文化都市にふさわしい英語教育の推

進や、高等教育機関の整備についてお答えい

たします。 

 御質問の英語教育の推進につきましては、

国際交流が盛んな当市の魅力を活用し、米軍

三沢基地と連携した活動など、様々な施策を

展開しております。 

 小中学校においては、地域人材の積極的な

活用や、外国語指導助手の増員により、ネー

ティブな英語に触れ合う時間の確保に取り組

んでおります。また、中学校では、英語検定

料の助成を全学年に拡大しており、これは大

学入試において増えつつある英検資格取得者

の優遇措置にも優位に働くことと認識してお

ります。 

 今後とも、児童生徒の英語を用いたコミュ

ニケーション能力の育成に向け、さらに創意

工夫して取り組んでまいります。 

 次に、高等教育機関の整備につきまして

は、当市が国際文化都市を標榜するにふさわ

しい取組として有効なものと承知をしてござ

います。これまでも関係機関に対する要望等

を実施してまいりましたが、少子化の影響等

による厳しい大学経営の現状を踏まえます

と、その実現は極めて難しい状況にございま

す。 

 しかしながら、国際性に富んだまちづくり

には、グローバル人材の育成は必要であると

認識しておりますことから、これまでに高校

生を対象としたウェナッチバレーカレッジ英

語研修派遣事業や、大学生・社会人を対象に

青森県との共催によるあおもりグローバルア

カデミーの開催、さらには、在三沢米軍施

設・区域内大学県民就学推進事業、いわゆる

基地内大学など、ソフト面での事業の実施に

重点を置きながら人材育成に努めてきたとこ

ろでございます。 
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 いずれにいたしましても、昨今のグローバ

ル化が急速に進展する社会において、それに

対応できる国際的視野を持った人材の育成は

非常に重要なものであると認識しております

ことから、児童生徒の英語教育をはじめとし

た様々なソフト事業を着実に実施するととも

に、高等教育機関の整備につきましては、社

会経済情勢の動向を注視しながら情報収集に

努めるなど、適時適切に対応してまいりたい

と考えております。 

 次に、行財政問題の第３点目、ふるさと納

税への取組についてお答えいたします。 

 ふるさと納税制度は、進学や就職により地

元を離れた人々も生まれ育ったふるさとに納

税することで出身自治体へ協力できる制度と

して、平成２０年度から開始された制度であ

り、現在では生まれ育ったふるさとのみなら

ず、応援したいと思う様々な自治体に寄附を

するなど、利用者及び寄附金額とも急激に拡

大し、全国的に制度が定着しております。 

 当市では、返礼品等の魅力発信を通じて、

応援者を増やすというような目標の下、取り

組んでまいりましたが、先ほど議員からお話

がありましたように、令和４年度の寄附金額

は２,１５８万２,０００円となっており、全

国や県内自治体と比較しても、多額の金額を

寄附していただいている状況とは言い難く、

決して望ましい結果ではないことから、市と

しても改善が必要であるというふうに考えて

おります。 

 このようなことから、これまでも返礼品の

開発に注力し、少しずつ、少しずつではあり

ますけれども品数を増やすよう取り組むとと

もに、プロモーションではホームページやふ

るさと納税専門サイトなど、複数のＳＮＳを

活用したＰＲを実施。また、昨年度、庁内検

討グループ会議を立ち上げ、庁内の全職員に

新たな返礼品開発の協力を求めるなど検討を

進めてまいりました。 

 今年度はグループ会議等で取りまとめたア

イデアについて、返礼品を販売する事業者等

と調整・連携し、魅力的な返礼品の商品化実

現に向け取り組んでいくほか、８月１日には

三沢市出身のプロ野球選手、種市篤暉投手の

所属する千葉ロッテマリーンズのホームゲー

ムにおいて、三沢市の冠協賛試合、ＴＨＩＳ 

ＩＳ ＭＩＳＡＷＡナイター時に観光や物

産、そしてこのふるさと納税についてもＰＲ

活動をしてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

 次に、企業版ふるさと納税につきまして

は、国の認定を受けた地方公共団体が行う地

方創生に関する事業に対して企業が寄附を

行った場合に、寄附額の最大約９割が法人関

係税から軽減される制度でございます。 

 当市では、第２期三沢市まち・ひと・しご

と創生総合戦略に基づき、働きたくなるま

ち、住みたくなるまち、育てたくなるまち、

自慢したくなるまちの４つの創生事業につい

て、国の認定を受けており、内閣府の企業版

ふるさと納税ポータルサイトですとか、三沢

市のウェブサイトにおいて企業からの寄附を

募集しているところでございます。 

 まず、これまでの実績といたしましては、

令和４年３月に明治安田生命保険相互会社か

ら５０万円と、令和５年１１月に株式会社角

弘から５０万円の２件であり、いずれも住み

たくなるまち創生事業に対する寄附となって

おります。 

 企業版ふるさと納税制度の活用は、当市に

とっては自主財源確保の観点から、また企業

にとっては実質負担約１割で社会貢献及び企

業ＰＲにもつながるため、市と企業の双方に

メリットがあるものとなっておりますので、

引き続き、機会を捉えて企業に直接ＰＲする

など、一層の周知に努めてまいりたいという

ふうに考えております。 

 いずれにいたしましても、ふるさと納税へ

の取組につきましては、今後におきましても

首都圏で行われる様々なイベント等に積極的

に参加をし、当市の魅力を発信することで、

より多くの全国の皆様に選ばれ、そして、三

沢市を応援したいと思ってもらえるように、

今まで以上に取り組んでまいります。 
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 以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 財務部長。 

○財務部長（吉村聖毅君） 行財政問題の第

２点目、中長期的な財政の見通しについてお

答えいたします。 

 当市では、第二次三沢市総合振興計画の推

進を図るための様々な施策や、大規模な施設

の整備・改修など、今後見込まれる財政需要

を事前に把握し、建設事業などの実施時期の

検討や中期的な収支の展望を踏まえた予算編

成を行うための資料として、今後５年間の中

期財政見通しを毎年度策定しております。 

 最新の令和５年度中期財政見通しでは、歳

入のうち、市税や普通交付税などの一般財源

については、人口減少などによる減収が見込

まれるものの、賃上げや物価高騰などによる

増収も見込まれることから、ほぼ横ばいで推

移するものと推計しております。 

 これに対し、歳出においては、今後人件費

の増加が見込まれるほか、物価高騰による各

種経費や少子高齢化の進展などに伴い、社会

保障関係経費についても増加すると推計され

ることや、建設事業においては現在実施して

いる（仮称）し尿処理施設整備事業やアイス

アリーナ改修事業のほか、第一中学校建替事

業など、大規模な公共施設の整備・改修も計

画されていることから、財政運営は厳しさを

増していくものと見込まれております。 

 このような中期財政見通しを踏まえた上

で、今後とも歳入においては、随時、国・県

の制度の新設・変更などの情報を捕捉し、補

助金や交付税措置のある有利な起債を活用す

るなど、財源の確保に努め、歳出においては

経費の精査の徹底やデジタル技術の活用など

による事業の効率化を図るとともに、公共施

設等総合管理計画に基づき、施設・設備の更

新に合わせ、省エネルギー対応や維持管理し

やすい最新設備への更新を図るほか、社会情

勢の変化などにより必要性が低下したと認め

られる既存施設については、縮小・統廃合な

ど、総量の縮減も視野に持続可能な財政運営

を図ってまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長（加澤 明君） 鈴木議員。 

○７番（鈴木重正君） それでは、再質問い

たします。 

 まず、三沢市が掲げる国際文化都市につい

てであります。 

 具体的にどのような都市かということにつ

いては、再質問はありません。 

 国際文化都市にふさわしい英語教育と高等

教育機関の整備ということで、まず、英語教

育の推進ということで、今も一生懸命やって

いますよと、国際交流や英語教育ということ

で、これは先ほど私、質問の中で申し述べた

とおり、重々理解をしております。 

 要は、今、厳しいこれからの自治体の状況

を迎えていくという中で、国際文化都市を掲

げる三沢市が、どう魅力をつくっていくか、

どういう都市づくりをしていくかという中で

考えたときに、財産である、先ほど市長が言

われていた国際性、三沢市の財産なのです。

ほかの自治体では真似することができない財

産、この財産をどう活用していくかというこ

とが問われているのではないのかなと。 

 ちょっと話は前後するのですけれども、ふ

るさと納税だってそうです。三沢市の魅力と

いうのは、ほかのまちにない魅力というもの

が、よりその特色を生かしてアピールしてい

かなければいけない。三沢市の財産をこれか

らつくっていく。私はそのためには、英語教

育を特化させて、子供たちが何か知らないと

いうか、教育を受けることによって、三沢の

子供たちは小さいときから何か英語でコミュ

ニケーション取れるね。さらに、中学校に進

むことによって、そういう英語の学力も向上

している。全国でもトップクラスだと。まさ

に世界に羽ばたいていく、そういう人材をつ

くっていく。今、この三沢市が英語教育に特

化して、日本一の英語教育を進めていきま

しょうという方針の下にやったならば、２０

年、３０年後にみんなが、いや、あのときに

素晴らしい決断をしたと、三沢に生まれてよ

かった、住んでよかった、本当に先人たちに
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感謝をする、そういう三沢が必ずや来ると私

は思っています。 

 そういう観点から、先ほど、より一層推進

をしていくという御答弁だったと思います、

英語教育について。それをさらに一歩、二歩

踏み込んで、日本一の英語教育のまち三沢を

つくっていくのだということに対しての三沢

市のお考えをお伺いいたします。 

 議長、いいですか。高等教育機関はちょっ

と分けて再質問をしてもよろしいですか。 

○議長（加澤 明君） 許可します。 

○７番（鈴木重正君） よろしいですか、は

い。ではまず、英語教育の推進ということで

ご答弁をお願いします。 

○議長（加澤 明君） 教育部長。 

○教育部長（岡部章典君） ただいまの英語

教育の推進、日本一の英語のまち三沢を目指

す意気込みがあるのかどうかというところの

再質問にお答えいたします。 

 今、小中学校の英語教育の推進につきまし

ては、先ほど答弁でもお話しいたしましたけ

れども、現在、三沢市の教育振興基本計画に

掲げる１０の政策目標のうち、グローバルな

コミュニケーション能力を育む英語教育の充

実の中で、英語によるコミュニケーション能

力の育成や異なった文化、習慣を持つ人々と

の交流事業において、様々な展開をしてきて

いるというところでございます。 

 そこで、さらに一歩踏み込んだ形の事業を

できないかというところの話でございます

が、現段階で具体的に行う新事業等につきま

しては、決定しているものはございません

が、これまで実施してきた各種事業ですが、

継続しつつ、令和７年度から始まる次期三沢

市教育振興基本計画において、国際文化都市

にふさわしい英語教育の推進につながるよう

な事業を展開できるように調査・研究してま

いりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 鈴木議員。 

○７番（鈴木重正君） 調査・研究をしてい

ただけるということで、教育部長の答弁で

は、そこが、それ以上限界なのかなと。私

は、要は、三沢市を挙げて、市長が、ぜひ、

日本一の英語教育のまち三沢をつくっていく

のだと。そのためにみんなで頑張っていこう

と。それこそが、先ほども言ったけれども、

２０年、３０年後の三沢市にとっては大きな

財産になるという、そういう方針の下、市長

の口からそういうお言葉があれば、みんなが

考えて、みんなが取り組んでいくと私は思う

のですけれども、そこで市長がどのようにお

考えになっているか、再々質問でお聞かせを

させていただきたいと思います。 

○議長（加澤 明君） 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの鈴木議

員の御質問にお答えします。 

 ２０年以上も前、お父さんが市長のとき

に、やはり同じように日本一の英語のまちに

するのだということで、県に高等教育機関を

求めて、私は鈴木市政の下で与党２期務めま

したけれども、そのときに一緒に参加させて

いただきました。そうしたら、県のほうの回

答が、三沢はベースの中に大学があるので

しょうと、そちらのほうがより高度な高等教

育をしているので、そちらを利用してくださ

いということで、さらっと断られました。 

 現在、メリーランド大学、トロイ大学、エ

ンブリーリドル航空大学、こういった立派

な、あまりにも高度すぎて受かる人は少ない

のですけれども、もちろん日本人にも、青森

県人にも門戸を開いております。そういった

ものを利用できれば、もっともっと程度とし

て上がりますし、現にまた先々月でしたか、

国際交流教育センターのほうで、入校式前日

の前段において新しく入った方の生徒を見て

みましたら、大変英語の能力の高い方がたく

さん来ております。こういう方たちがさらに

ベースの中の、まだエンブリー航空大学はな

かったのですけれども、メリーランド大学に

入校する人もありましたので、こういう方た

ちが次につながっていければ、三沢市の英語

能力も上がっていくのでないかなと。 

 そしてまた、この三沢程度の財政力のまち



- 25 -

で、一つの高等教育機関を持つということ

は、大学なり短大を持つということは、非常

に財政的に負担になるわけでございますの

で、その辺はやはり慎重に考えなければなら

ないなと考えておりますので、どうかその辺

を加味した上で、今ある社会的資本を生かす

と、米軍のものであっても、そういう方向で

今、スタッフが頑張っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

（発言する者あり） 

○議長（加澤 明君） 鈴木議員。 

○７番（鈴木重正君） それでは、国際文化

都市にふさわしい高等教育機関の整備につい

ての再質問をさせていただきます。 

 先ほど、部長のほうからは、過去いろいろ

やったのだけれども、なかなか現実は厳しい

よというお話で、さはさりとて、適時適切に

対応するというお話だったのかな。現状、私

も分かります。今、まさに少子高齢化、子供

たちが減っていく中で、新たな高等教育機関

を整備するということは非常に難しいでしょ

う。それはどこがやるかという問題も含めて

難しいのだけれども、ただ、それを追求して

いく努力は、やはりしていかなければいけな

い。まさに、今、いろいろなアプローチの仕

方があると思います。例えば、最近という

か、サテライトキャンパスというか、ああい

う誘致もあれば、別に県に造ってくれと言わ

なくても、どこかの大学のそういうことを誘

致するということがあれば、国に対して強

く、今、首都圏の東京一極集中、この地方を

分散させなければいけないというような声

だったら、そういう中で、大学でもそういう

機関でも、ぜひ地方にどんどん分散させて、

声を上げていくということだって一つの手だ

と思います。もちろん、情報収集を重ねてい

くというのは非常に重要なことだと思います

けれども、ただ、アクションしていかない

と、先ほど言ったとおり、向こうから、多

分、ぜひ、三沢市に学校を造らせてください

というのはないと思います、正直言って。私

はそのための努力が必要ではないのかなと。

そのために動いていただきたい。調査・研究

もいいです。適時適切もいいです。動いてい

ただきたい。そういう努力を重ねていってい

ただきたい。そういう思いを持っています。

決して、三沢市は国際文化都市として、高等

教育機関の設置は諦めてないのだよ。ただ、

現実は難しいのは私も分かる。だけど、そう

いう努力をきちんとすることによって可能性

がないわけではないと思っています。ですの

で、もう一度答弁をお願いしたいのですけれ

ども、これから、しっかりと目に見える形で

努力を続けていくかどうかということに対し

て、御答弁をお願いいたします。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

 まず、議員からもお話がありましたよう

に、昨今のやはり少子化という影響で、大学

経営というのは非常に厳しいだろうというふ

うに思います。先ほど、社会情勢等を見極め

ながら、動向を見極めながら検討してまいり

たいというふうに申し上げましたけれども、

新聞等でも出ておりますけれども、国による

少子化対策、異次元の少子化対策をするとい

うふうなこともございますので、今後、社会

情勢が激変するかどうかまだ分かりません

が、そういった要素も含まれていると思いま

す。ですので、先ほど御紹介のありましたサ

テライト型の大学の誘致ですとか、そういっ

たところは十分可能性があると思いますが、

そういったところを見極めながら、行動がで

きるかどうかも含めまして検討してまいりた

いというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 鈴木議員。 

○７番（鈴木重正君） 努力をしてくださ

い。 

 次、中長期的な財政の見通しについてであ

ります。 

 予算編成の際、中期的な財政の見通しを立

てていますという話だったと思います。歳入

は横ばい、５年間横ばいで続くと。歳出はい
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ろいろなことをやっていかなければ厳しいよ

ねというようなお話だったと思うのですけれ

ども、財政運営というのは間違いなく厳しさ

を増していきます。５年がいいのか、１０年

がいいのか、２０年というのは別としても、

間違いなく厳しさを増していくというのは想

像するに簡単ですよね。 

 そういう中で、行政と住民がやはりそうい

う情報を共有するということが私は非常に、

これからのまち、いや、これからではない、

今までも、このまちづくりを進めていく上に

は非常に重要なことだと思っています。 

 中長期的な財政の見通しというのは、もち

ろんそういう長期的な視点に立った財政運営

に必要、もちろん予算編成するにしたって必

要ですし、そういった見通しを明らかにする

ことによって、それはもしかしたら厳しい見

通しかもしれない、いい見通しかもしれな

い、でもそういうことを明らかにすることに

よって、住民にとっては、三沢市の財政状況

はこうなっているのだ、今後こんなふうに、

このまま行くとなってしまうのだという意識

を持って、三沢市の状況に対して理解促進を

図っていけるだろうし。また、将来の課題を

明らかにして、より一層厳しい予算編成とい

うのを組めるでしょうし。また、市の職員の

方々が、この財政の見通しを皆さんが知って

おられるのか、私、ちょっと分からないです

けれども、市の職員の皆さんにとっても共通

の認識を持って、収入をどうやったら増やし

ていけるのだろうかとか、支出をどうやった

ら抑制していけるのだろうかと。やはり考え

て工夫していく、意識向上にもつながってい

くと私は思います。 

 そこで、今の財政の見通しを公表していな

いということを前提で私はお話ししたのです

けれども、そもそも公表しているのかどうか

ということと、公表していないのならば、私

は公表すべきだと思っていますので、公表に

ついてのお考えをお伺いするものでありま

す。 

○議長（加澤 明君） 財務部長。 

○財務部長（吉村聖毅君） まず、中期財政

見通しについてなのですけれども、財政見通

しを公表しているか、していないか、これは

公表しておりません。先ほどの答弁でも申し

上げましたように、予算編成の資料として、

今後の財政の行方を見るための資料として各

課から資料を集めているものですので、

ちょっとまだ公表するまでの精度に至ってい

ないというところもありまして、公表はして

おりません。 

 そして、公表すべきでないかと。これは議

員おっしゃるとおり、財政運営というのはこ

れからもどんどん厳しさを増すというのはも

う分かっていることなので、健全な財政を維

持していくためには、これまで以上に市民の

理解や協力が必要となってくるというふうに

考えておりますので、この当市の将来の財政

状況について、市民との情報共有を図るため

には、中期財政見通し、これを含め、どのよ

うな形で公表していくべきかということを、

ちょっと他の自治体の状況等も踏まえて検討

してまいりたいと考えております。 

○議長（加澤 明君） 鈴木議員。 

○７番（鈴木重正君） これは私は本当に重

要なことだろうと思っていまして、ですの

で、ぜひ、まず精度を上げていただく。今

ちょっと精度の話もありました。精度を上げ

ていただいて、５年と言わずに１０年とかの

スパンで、しっかりと、やはり皆さんが共通

の認識を持たなければ、これから本当にまま

ならない状況になっていくことが予想されま

すので、これはしっかりと調査・研究を進め

て、精度を上げたものを来年度からでも公表

していただくということを期待いたしまし

て、これは再々質問はいたしません。よろし

くお願いいたします。 

 次、最後のふるさと納税への取組について

ですけれども、いろいろと返礼品を開発した

りして、増やして、努力をこれまでしていた

けれども、なかなか結果が伴わないと。今

年、庁内で検討するところで、今検討して、

いろいろこれからやっていきますよというよ
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うな御答弁だったと思います。 

 部長、いろいろやっていただいているとい

うところで、現状、私が見た限りのことを先

に述べさせていただきたいのだけれども、三

沢市のホームページから行くと、ふるさと納

税というのはサービス・手続きの欄にあるの

ですね。これは登記だとか、国民年金とかの

次にふるさと納税という、要は受け身なので

す。三沢市のホームページ上、ふるさと納税

というの。ふるさと納税については、さとふ

るというウェブサイトに委託しているので、

そこで見てくださいと、簡単に言うとこうい

う構成になっていました。 

 さとふるというのを見てみました。返礼品

が三沢市の場合、６２件ありました。返礼品

が。これ、ちょっと多いか少ないかというの

は別として。そうしたら、そのうち、在庫な

しが２件、受付期間外が３２件、実質、今２

８件。正直言って、がっかりの状況だと思い

ます。なので、そういったことも、今まで

やってきたとはいえ、あまりにも、制度が始

まってから十三、四年です。あまりにも

ちょっとお粗末というか、意識がちょっとな

かったのではないのかな。三沢市、確かに特

産品が少ないかもしれないです、ほかの自治

体に比べて。でも十数年という時間があった

わけですよね。そこで特産品の開発とか、い

ろいろなことに着手することができたので

しょうけれども。でも、そういった意味で、

これから一生懸命やっていただくという中

で、私はもう役所の中だけでやっても駄目だ

と思っています。ふるさと納税というのは、

もちろんその魅力を伝えて、返礼品だとか何

とかでやるのですけれども、最終的に私は、

私の個人的な考えとしては、これはもうシ

ティープロモーションの手段の一つ。いかに

全国に三沢市をＰＲできるか、していける

か。そして、さっきも言った、応援してもら

えるかということに尽きると思います。その

中の手段として、ふるさと納税というのはあ

るのだと。なので、返礼品についてももっと

大胆に、市だけではなくて、やはりもう三沢

市で、観光協会、商工会、農協、漁協、その

ほかでもいろいろな人たちの声も聞いて、返

礼品だけでは、ものだけではないですよ。ど

うなのだろう。例えば、今いろいろ返礼品の

制約というのはあるのでしょうから、例えば

大空のまち三沢、航空券の往復チケットだと

か、今これから航空祭の特別観覧席だとか。

先ほど種市篤暉氏の今度８月に、ああいうの

の無料チケットだとか。あとは何でしょう

ね、あとは青森屋の宿泊チケットだとか。可

能かどうか分からないですよ。要は三沢市の

本当に特産品、もの、イベント、こと、全て

を考えて、より充実させてＰＲしていく。そ

の結果、先ほども言ったのですけれども、そ

の結果、三沢市を知ってもらって、応援して

くれる人が増えて、少しでもふるさと納税の

寄附金が上がるということは、市民にとって

利益をもたらすことなので、私はここは全力

で本当に取り組んでほしいと思います。それ

こそスピード感を持って。ですので、先ほど

部長も取り組んでいくよというようなお話が

あったのですけれども、いま一度、本当に、

もう三沢市を挙げてしっかり取り組んでいく

ということを、前向きな答弁をもう一回

ちょっとしていただけますか。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ふるさと納税の

再質問にお答えいたします。 

 まず、市のホームページのトップ画面にバ

ナーというか、あるのですけれども、そこに

まずふるさと納税に関するバナーがございま

す。見にくいところもあるかもしれません

が、よりよいものに、まずはホームページも

検討してまいりたいと思います。 

 先ほど返礼品の中で、今、物がないですと

か、そういった問題は確かにございます。加

工品があればもちろんいいのですけれども、

例えば地物、地物というか季節物ですとか、

そういった海のものですと不漁というところ

もございまして、なかなか取り寄せするのに

苦労しているところもございまして、現在物

がありませんというふうにさせていただいて
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おります。ここは改善する余地はあると思い

ますので、検討してまいりたいと思います。 

 それから魅力ある商品というようなこと

で、庁内の検討グループ会議、これ昨年立ち

上げましたけれども、その中でも三沢市らし

いイベントですとか、先ほど御紹介のありま

した、三沢市、空港を有しておりますので、

ＪＡＬとの協働ですとか、あるいは宿泊施設

との協働というところもアイデアとして出て

きておりますので、この辺は十分検討してま

いりたいと思いますし、先ほど来、話に出て

おりますように、県内で１０番目と、寄附額

が１０市中１０番目ということもございます

ので、何とかここは意を決して、いい方向に

向くように最善の努力を傾注してまいりたい

と、このように考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 以上で、鈴木重正議

員の質問を終わります。 

 この際、午後１時まで休憩します。 

午前１１時３８分 休憩 

──────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（加澤 明君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ここで、議長を交代します。 

○副議長（佐々木卓也君） 議長を交代しま

した。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 遠藤泰子議員の登壇を願います。 

 遠藤議員。 

○８番（遠藤泰子君） ８番、かがやきの遠

藤泰子でございます。 

 ３月の選挙におきましては、市民の皆様か

ら御支援と激励をいただきまして、３期目を

スタートすることができました。心から感謝

を申し上げるとともに、皆様から託された思

いに応えるため、１０年後、２０年後の未来

を見据えつつ、三沢市民が少しでも幸せにな

れるよう、議員活動を全力で頑張ってまいり

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、通告に基づきまして、認知症対

策についてと介護人材の確保についての２

点、順に質問いたしますので、よろしくお願

いいたします。 

 総務省統計局によると、全国の６５歳以上

の高齢者数は、２０２３年９月の推計で３,６

２３万人となり、総人口に占める割合は２９.

１％とのことであります。高齢化率は、今後

さらに進むことが見込まれており、２０４５

年には３６.３％、２０６０年頃には４０％に

達するとされております。かつて経験したこ

とのない少子化、人口減少、超高齢社会への

対応については、これからが正念場となりま

す。 

 こうした中、令和５年度版厚生労働白書に

よると、認知症患者の将来推計は、全国ベー

スで、２０２５年には６７５万人から７３０

万人、２０４０年には８００万人から９５０

万人と予測されており、６５歳以上の５人に

１人が認知症になると推計されております。 

 誰がなってもおかしくない状況にあって、

認知症が正しく理解され、認知症の方が尊厳

を保持しつつ、希望を持って暮らすことがで

きるよう、共生社会の実現を推進するための

認知症基本法が本年１月に施行いたしまし

た。 

 このことにより、社会全体の意識改革につ

ながり、地域で支える共生社会の構築を目指

す上で大きな意義があるものと思います。 

 当市においては、これまでも認知症予防を

はじめ、認知症サポーター養成講座、オレン

ジカフェなど、多様な機関等と連携しながら

対策に取り組んできたものと理解しておりま

す。 

 認知症基本法が施行されたことを踏まえ、

今後においては、基本法第３条に規定されて

いる基本理念に基づいた体制の構築が必要で

あるものと考えております。 

 このことから認知症対策の１点目の質問で

すが、当市における認知症の状況について、

人数、推移、これまでの取組の成果について

お伺いします。 

 認知症対策の２点目ですが、認知症基本法
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第５条には、地方公共団体の責務として、地

域の実情に応じた認知症施策を総合的かつ計

画的に策定し、実施する責務を有すると規定

されており、第１３条には市町村の実情に即

した認知症施策、推進計画を策定するよう努

めなければならないと、努力義務として規定

されております。 

 当市では推進計画を整備する考えがあるの

かお伺いします。 

 認知症対策の３点目として、基本法第３条

の基本理念には、認知症への正しい理解、保

健・医療・福祉サービスの提供、家族等への

支援、予防、教育、地域づくり、雇用など、

多岐にわたった取組を行うこととされており

ますが、この基本理念を踏まえた当市におけ

る今後の新たな取組について伺います。 

 続いて、福祉問題の２点目、介護人材の確

保について質問させていただきます。 

 公益財団法人介護労働安定センターが行っ

た令和４年度介護労働実態調査によります

と、介護事業所における人材の不足感は、大

いに不足、不足、やや不足を合計すると、全

体で６６.３％となっております。 

 職種別に不足感を見ますと、訪問介護員が

８３.５％で最も多くなっています。 

 また、過去５年間の不足感の推移では、ケ

アマネージャーが平成３０年の３０.９％か

ら、令和４年には３７.７％と急激に上昇して

いるとのことであります。 

 一方、厚生労働省のホームページを見ます

と、第８期介護保険事業計画に基づく介護職

員の必要数については、２０１９年度の２１

１万人から、２０２３年度２３３万人、２０

２５年度２４３万人、２０４０年度には約２

８０万人を必要とする内容が載っておりまし

た。 

 青森県においては、介護職員数が、２０１

９年度２万８,３１３人であり、２０２３年度

はプラス１,２９４人、２０２５年度はプラス

２,４４７人、２０４０年度はプラス９,８３

７人が必要であるという表も掲載されており

ました。 

 人材不足が様々な業種で叫ばれております

が、介護をするために離職を余儀なくされ

る、いわゆる介護離職は、社会経済活動にお

いてマイナスであり、今後さらに厳しさを増

す高齢社会に向けて、喫緊かつ将来的な課題

であると思います。 

 当市においては、高齢者福祉計画第９期介

護保険事業計画に基づき取り組むこととされ

ておりますが、介護人材の確保におきまして

は、介護サービス事業者に対する協力要請、

介護ロボットやＩＣＴの活用、介護の仕事の

魅力発信などを県と連携しながら取組を推進

することが挙げられております。 

 このことを踏まえ、１点目の質問となりま

すが、当市においては、ケアマネージャーや

ホームヘルパーなどの介護人材が不足してい

ないのか、今後不足が予測されていないの

か、介護人材の現状、人員の推移について伺

います。 

 介護人材の確保については、介護保険事業

計画に掲げられた内容を加え、一歩踏み込ん

だ市独自の人材確保が必要であると考えてお

ります。 

 一例を申し上げますと、八戸市では、令和

２年から令和５年までの３年間で、ケアマ

ネージャーが約５０人減少したとのことであ

り、今年度、ケアマネージャーの資格取得及

び更新費用に必要な研修費の半額助成を開始

することになりました。全国を調べてみます

と、市区町村独自の取組が見受けられます。 

 当市においても危機感を持った対策、将来

に向けた、今行うべき施策が必要であると感

じております。当市の介護人材確保のための

取組についてお伺いします。 

 御答弁よろしくお願い申し上げます。 

○副議長（佐々木卓也君） ただいまの遠藤

泰子議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの遠藤議

員御質問の福祉問題の認知症対策についての

第２点目、認知症施策推進計画の整備につい
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ては私から、そのほかにつきましては、健康

福祉部長からお答えをさせますので、御了承

願いたいと存じます。 

 国では認知症の方を含めた国民一人一人

が、その個性と能力を十分に発揮し、相互に

人格と個性を尊重しつつ、支え合いながら共

生する活力ある社会の推進を目的とした共生

社会の実現を推進するための認知症基本法を

令和６年１月に施行し、秋頃には認知症施策

推進基本計画を策定するため、現在検討が進

められております。 

 当市といたしましては、基本的施策として

策定される国の認知症施策推進基本計画を踏

まえて、認知症の方に関する正しい理解の増

進や社会参加をする機会の確保、意思決定の

支援及び権利・利益の保護、さらには認知症

の方とその家族に対する相談体制の充実等の

促進を図ってまいります。 

 また、認知症の方やその家族等の意見を聴

くためのニーズ調査を行い、その結果を基

に、他の関連する計画と連携しながら、認知

症施策を総合的かつ計画的に推進するための

指標となる（仮称）三沢市認知症施策推進計

画を策定したいと考えております。 

 私からは、以上です。 

○副議長（佐々木卓也君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 福祉問題の

認知症対策についての第１点目、当市の認知

症に関する状況についてお答えいたします。 

 現在、全国では認知症の方は高齢化の進行

とともに急速に増え続けており、当市の高齢

化率は、令和６年３月３１日現在で２７.９

％、高齢者数は１万４５１人となっておりま

す。それに対して、認知症高齢者数は１,２５

６人で、市内高齢者の約１２人に１人が認知

症と判断されております。さらに、国の調査

によると、２０２５年には全国の６５歳以上

の高齢者の５人に１人が認知症になると予想

されております。 

 このようなことから、当市におきまして

は、早期診断・早期対応を図り、認知症に

なっても安心して生活できる地域づくりを目

指し、平成３０年度から様々な認知症施策推

進事業を実施しているところであります。 

 一例を挙げますと、認知症に対する正しい

知識と理解を持ってもらうために開催する認

知症サポーター養成講座、認知症により徘徊

の恐れがある方の安全確保と、その家族等へ

の支援対策として登録するＳＯＳネットワー

クあんしんねっと、認知症の方や家族・地域

住民・専門職などが集まり、相談や参加者同

士の交流・情報交換のために開催する認知症

カフェ、通称おれんじカフェなど、積極的に

取り組んでいるところであります。 

 事業実績につきましては、おれんじカフェ

は令和３年度は７回開催し、参加者数は延べ

３２人、令和４年度は１０回開催し、参加者

は延べ６４人、令和５年度は９回開催し、参

加者は延べ９４人でありました。あんしん

ねっとは、令和３年度は協力団体８２事業所

で、認知症の方の登録者は３４人、令和４年

度は協力団体８３事業所で登録者は４０人、

令和５年度は協力団体８５事業所で登録者は

３９人であり、どちらの事業におきまして

も、少しずつではありますが増加していると

ころでございます。 

 また、認知症サポーター養成講座につきま

しては、受講したサポーター数が令和３年度

は４７人、令和４年度は４８人、令和５年度

は５３９人となり、令和５年度の受講者は大

幅に増えております。その要因といたしまし

ては、団体や企業の方々だけではなく、若い

世代の方々にも認知症について正しく理解し

てもらうため、市内の小中学校、高等学校で

も多く実施したことにより、１０代の受講者

は全体の７４.４％である４０１人となりまし

た。その結果、現在のサポーター数は合計３,

９７１人となりましたが、今後におきまして

も、引き続き認知症に対する理解促進とサ

ポーターの養成に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 続きまして、福祉問題の認知症対策につい

ての第３点目、基本法を踏まえた今後の具体

的取組についてお答えいたします。 
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 基本法を踏まえた今後の具体的取組につき

ましては、まだ市の認知症施策推進計画が策

定されていない段階でお示しすることは難し

いところですが、現在行っている認知症施策

につきましては、認知症の方や家族の声を聞

く機会を増やし、認知症への正しい理解と支

援を行っていくため、認知症サポーター養成

講座やステップアップ講座等の実施、認知症

相談窓口の周知、寺子屋や認知症カフェなど

の集いの場をこれまで以上に提供するなど、

より具体的な支援や連携を強化する仕組みづ

くりを検討していく必要があると考えており

ます。 

 今後におきましても、認知症施策推進計画

や三沢市高齢者福祉計画及び第９期介護保険

事業計画等に基づき、事業の継続を図り、

ニーズに合った支援策を講じながら、認知症

の方及びその家族が希望や生きがいを持ち、

安心して暮らせる地域づくりを目指してまい

りたいと考えております。 

 認知症対策については以上でございます。 

 続きまして、福祉問題の介護人材の確保に

ついての第１点目、当市における介護人材、

ケアマネージャー及びホームヘルパーの人員

の推移についてお答えいたします。 

 我が国では、総人口が減少を続ける一方で

急速に高齢化が進行しており、当市において

も超高齢化社会を迎えている中、今後も高齢

者の増加とともに介護サービスの需要がさら

に高まることが予想され、中長期的に持続可

能な介護保険事業を運営していくためにも、

介護人材の確保・定着は重要課題であると認

識しております。 

 当市における介護サービスが必要な要介護

等認定者数については、令和２年度は１,６３

９人、令和３年度１,６２２人、令和４年度

１,６２０人、令和５年度１,６１９人と推移

しております。 

 それに対して、御質問の介護サービスを提

供する側の介護人材、ケアマネージャー及び

ホームヘルパーの人員の推移ですが、市内の

居宅介護支援９事業所のケアマネージャーに

つきましては、令和２年度２３人、令和３年

度２４人、令和４年度２８人、令和５年度２

６人、令和６年度２７人と推移しておりま

す。 

 また、市内の訪問介護サービス８事業所の

ホームヘルパーにつきましては、令和２年度

７５人、令和３年度８２人、令和４年度７６

人、令和５年度７５人、令和６年度７８人

と、いずれもほぼ横ばいで推移しているとこ

ろでございます。 

 続きまして、福祉問題の介護人材の確保に

ついての第２点目、介護人材確保のための取

組についてお答えいたします。 

 当市において、介護サービスの必要な要介

護等認定者数は、ほぼ横ばいで推移しており

ますが、安定的なサービス提供のための介護

人材の確保・定着は、当市においても重要な

課題であると認識しております。 

 青森県においては、福祉・介護サービス事

業所のより魅力ある職場づくりを進めること

を基本理念とし、平成２８年３月に策定され

た青森県福祉・介護人材確保定着グランドデ

ザインや、老人福祉法及び介護保険法の規定

により令和６年３月に策定されたあおもり高

齢者すこやか自立プラン２０２４に基づき、

県内の介護人材確保に向けた各種施策を展開

しており、当市におきましても、青森県と連

携しながら推進しているところでございま

す。 

 介護現場が地域における介護ニーズに応

え、やりがいを持って働き続けられる環境づ

くりを進めるため、今後も県内の他自治体等

の動向に注視しつつ、介護保険事業に携わる

関係者等の状況把握に努めてまいります。そ

して、ケアマネージャーの資格更新費用補助

の検討も含め、介護現場の声を調査・研究し

ながら、介護人材確保・定着に向けた当市独

自の取組についても検討してまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 遠藤議員。 

○８番（遠藤泰子君） 御答弁ありがとうご
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ざいました。 

 認知症対策の１点目は再質問ありません。

いろいろな事業を積極的に取り組んでいると

いう内容でありましたので。 

 認知症対策の２点目、認知症施策推進計画

につきましては、市長から認知症施策推進計

画を策定するという明快な御答弁がありまし

た。ありがとうございます。これから推進計

画を策定することになると思いますが、現時

点でどういった内容、施策を盛り込む予定で

あるのか、施策方針がありましたらお聞かせ

ください。 

○副議長（佐々木卓也君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 遠藤議員の

再質問にお答えしたいと思います。 

 現時点で、この計画の内容や施策というこ

とで、策定方針というものがあったらという

ことだと思うのですけれども、この認知症施

策推進計画につきましては、認知症基本法の

基本的施策を尊重するということを大前提に

現在進めているところでございますが、その

現在の策定方針というものについて検討して

いるところですが、現在のところの計画です

けれども、その検討内容といたしましては、

１点目といたしまして、市民や事業者などが

全ての方を尊重し、互いに尊重し合う地域共

生社会の実現を目指す姿とすること。そして

２点目には、認知症基本法に示された基本理

念を尊重するということ。それから３点目に

は、認知症の人やその家族、支援者の声を可

能な限り反映させた計画とするということ。

それから４点目には、認知症施策推進の視点

から、市の施策や取組、事業を今後整理して

いくといったことを今のところ検討している

ところでございます。 

 この４点、いずれにいたしましても、当市

の実情に合った計画となるよう、今後も更な

る検討を重ねてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 遠藤議員。 

○８番（遠藤泰子君） ありがとうございま

す。 

 様々な内容、４点、いろいろ盛り込んでい

かれるということで大変期待をしておりま

す。 

 そこで再々質問になりますが、認知症施策

の推進計画の策定はいつ頃までに行うのか、

現時点での策定スケジュールがありましたら

お知らせください。 

○副議長（佐々木卓也君） 答弁願います。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 認知症施策

についての再々質問にお答えしたいと思いま

す。 

 現時点での策定スケジュールというところ

でございますが、今、国の基本法が策定さ

れ、国が秋に向けて基本計画のほうを策定し

ようとしております。それで、国からの通知

によりますと、この市の認知症施策推進計画

は、高齢者福祉計画や介護保険事業計画と連

携しつつ、調和が取れたものでなければなら

ないといった留意事項がありましたので、今

後策定されます国の基本計画や、県でも策定

すると思いますが、県の計画を踏まえて、次

期三沢市高齢者福祉計画、介護保険事業計画

に盛り込む形で策定したいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 遠藤議員。 

○８番（遠藤泰子君） ありがとうございま

した。 

 認知症計画は努力義務ということになって

いましたので、策定されるか、ちょっと心配

したところでありますが、次の介護保険計画

とかも考えながらやっていくということで御

答弁いただきました。認知症対策は、とにか

くしっかりと対応していかなければいけない

なと思っていますので、現場の実態、実際の

状況をきちっと踏まえた上で、いろいろなア

ンケートもそうですし、声を聞いて、その計

画に結びつけていただければなと思います。

認知症対策については、以上です。 

 次に、介護人材の確保の１点目、介護人材
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の推移についてですが、御答弁では介護人材

の人員の推移は横ばいで推移しているという

ことでの内容でございました。壇上でも申し

上げたとおり、元々、不足している中の横ば

いだと私は思っています。国も県も今後さら

に介護人材が必要となると推計していること

から、市としても対策をしていく必要がある

と思っております。市では介護人材が充足し

ていると考えているのか。また、足りないと

考えているのか。現状認識について再質問し

たいと思います。 

○副議長（佐々木卓也君） 答弁願います。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 介護人材の

確保についての再質問にお答えいたします。 

 介護人材の充足に対してどのような認識を

持っているかということだと思うのですけれ

ども、確かに介護人材が不足しているという

声が聞こえたり、ハローワークなどでも常に

求人情報が出ていたりという、そういった現

状を見ますと、決して充足しているわけでは

ないのかなというふうには感じております。 

 しかしながら、答弁しましたとおり、現時

点では人数の把握のみで、安定的な介護サー

ビスを継続的に提供できるだけの人員が現在

のところ充足しているのかどうかという調査

はまだやっていない状況でございます。です

から、今後におきましては、介護現場の状況

把握や介護人材確保、そして定着のために現

場の声を把握するためのアンケート調査を実

施しまして、介護現場の状況把握に努めてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 遠藤議員。 

○８番（遠藤泰子君） ありがとうございま

す。 

 多少なりとも危機感を感じているのだなと

いうことは伝わってきました。再々質問はご

ざいません。 

 続いて、介護人材確保のための２点目にな

ります。 

 取組についての再質問ですけれども、部長

より資格更新補助も含め検討するとの前向き

な答弁でございました。 

 今回の介護保険の報酬改定において、ケア

マネージャーには処遇改善加算はありません

でした。それでもケアマネージャーの仕事は

どんどん増加して、介護以外の業務も依頼さ

れることも多くなったとよく聞きます。多忙

化が進み、選ばれない職種になりつつありま

す。 

 ケアマネージャーになるためには、介護福

祉士や看護師など規定の国家資格を有するこ

と、５年以上の実務経験かつ９００日以上従

事することなどが受験資格の条件となってお

り、資格取得のハードルが高い上に５年に１

度の更新があり、費用も時間もかかります。 

 先ほども述べましたが、八戸市では３年間

で約５０人減少したとのことであります。当

市においては、検討するとの答弁がありまし

たが、この問題は早急に対応、支援すべき問

題だと思っております。御見解をお伺いいた

します。 

○副議長（佐々木卓也君） 答弁願います。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 介護人材の

確保についての再質問にお答えいたします。 

 議員がおっしゃるとおり、ケアマネー

ジャーのいろいろな待遇について、今の改定

でも問題になっているところではございます

が、ケアマネージャーだけでなく、ホームヘ

ルパーも含め、介護人材の確保・定着のため

に早急に支援していくべきと考えておりま

す。 

 そのためには、まず、先ほども申し上げま

したアンケート調査をはじめ、市内の介護事

業所や関係機関などから、介護現場の声を調

査・把握して、当市においてはどういった支

援が必要なのか、そしてどういった支援が介

護人材の確保・定着につながっていくのかと

いったものを調査・研究していきたいと考え

ております。その上で、介護人材確保・定着

のための具体的な事業について検討してまい

りたいと考えております。 
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 以上です。 

○副議長（佐々木卓也君） 遠藤議員。 

○８番（遠藤泰子君） アンケート調査等を

踏まえて、介護現場の声を聞いていただける

ということですので、しっかりとその声を聞

いて生かしていただければなと思いますので

よろしくお願いします。再々質問はございま

せん。 

○副議長（佐々木卓也君） 以上で、遠藤泰

子議員の質問を終わります。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 久保田隆二議員の登壇を願います。 

 久保田議員。 

○４番（久保田隆二君） ４番、市民クラブ

の久保田隆二です。 

 質問に入る前に、議長のお許しをいただき

まして、一言述べさせていただければと思い

ます。 

 本年３月１０日の投開票の三沢市議会議員

選挙におきまして、無事、２期目の当選を果

たすことができ心より感謝申し上げます。今

後多くの方と協力をしながら、未来につなが

る活気のある三沢市をつくれるよう、より一

層精進してまいります。 

 それでは、事前の通告に従いまして、一般

質問をさせていただきます。 

 まず、１番、空き家バンクの活用について

質問いたします。 

 現在、全国的にも空き家が増加をしてお

り、当市においても、令和４年度において、

１,０００件以上の空き家が確認されているこ

とから、空き家対策への取組が求められま

す。 

 令和２年３月に三沢市空き家等対策計画を

策定し、本計画に沿って、これまで各種空き

家対策を実施しているところであると認識し

ておりますが、空き家の利活用促進の対策と

して、空き家の物件情報をネット上などに公

開し、購入居住希望者とマッチングさせる空

き家バンクを早急に開設するべきであると考

えており、次のとおり伺います。 

 一つ目として、空き家バンク制度の検討状

況についてです。 

 令和４年１１月２５日に開催されました、

移住・定住促進対策特別委員会におきまし

て、空き家対策の現状及び今後の方針につい

てが案件として調査されております。 

 私は、本委員会開催時、委員ではありませ

んでしたが、当時の議事録や資料を確認した

ところ、空き家バンクに関する今後の方針が

示されており、空き家所有者への意識調査の

結果を踏まえた空き家の有効活用策の具現化

に関する検討（空き家バンク等）を令和６年

度に取り組む旨の記載を確認いたしました。 

 現時点における空き家バンク制度の検討状

況について伺います。 

 二つ目として空き家バンクでの市場価値が

低い物件情報のＰＲについてです。 

 当市の空き家バンクの制度は、実施に向け

て前向きに検討されていると認識しており、

開設への期待も非常に大きいですけれども、

今後、空き家バンクを開設する場合には、単

純なサイト構成ではなく、物件情報以外のＰ

Ｒが必要な空き家もあると考えます。築年数

が短い新中古の空き家や市街地の空き家は人

気であり、すぐに買い手が見つかりやすいで

すけれども、築年数が一定以上経過し、市街

地にない物件の場合、なかなか買い手が見つ

からないことが予想されます。空き家の購入

を検討する際、商業施設や学校、病院への近

さなど、利便性を重視して選ぶ方が多く、市

街地以外の空き家の市場価値は低くなりやす

いと考えられます。ですので市場価値が低い

空き家について、空き家バンクに物件情報を

単純に記載するのではなく、利便性以外のポ

イントをうまくＰＲできるよう、空き家バン

クのサイトを工夫して制作するべきであると

考えます。 

 例えば、町内会の方に実際にお会いをして

地域の人の温かみに触れることができる取組

や、静かな環境で落ち着いて生活できる魅力

を発信するなど、それぞれの地域の良さをＰ

Ｒする取組やコンテンツを発信することで利

便性以外の部分に魅力を持っていただくこと
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ができ、その結果、その地域の空き家を購入

したい、その地域に住みたい方を増やせるの

ではないかと考えています。 

 空き家バンクでの市場価値が低い物件情報

のＰＲについて、当市の見解を伺います。 

 次に、２番の販路拡大の支援について質問

いたします。 

 先日、私の元に３０代前半の男性の方がＩ

Ｔ系で起業したいと相談をしに来られまし

て、三沢市の企業と取引をして仕事をしたい

という話を伺いました。若い方が三沢市で起

業したい、三沢市のために頑張りたいと思う

気持ちは大変喜ばしいことでありますし、応

援をしたいと思う一方で、三沢市という地元

だけにこだわらなくてもいいのではないかと

考えまして、全国から仕事を取ってこれるよ

うに販路を拡大した方がいいのではないかと

本人にお伝えしました。 

 この相談をしに来た方のように、地元のた

めに頑張りたい、地元で商売をしたいという

方はたくさんいらっしゃると考えますが、今

後、当市の人口が減少する中で、従来どおり

の売上を維持することができなくなる可能性

もあることから、市外への需要獲得に向けた

販路拡大の支援が必要ではないかと考えま

す。 

 そこで、一つの鍵となるのがネット活用で

あります。商売は直接お会いしたことのある

方に商品・サービスを売ることが基本である

と考えておりますが、近年、ＳＮＳ経由など

でつながったネット上のつながりを商売に変

える動きもあり、例えば、今まで培ってきた

専門性をビデオ通話で１時間、幾らで販売す

ることや、オーダーメイドで商品を作るな

ど、ネット経由で商品・サービスを販売する

こともできるのではないかと考えており、実

際にそのような考え方をされている人が全国

にいらっしゃいます。 

 このように、新たな販路拡大への挑戦が必

要であると考えますが、中小企業者が行う販

路拡大などへの取組に対する当市の支援策と

今後の方向性についてお伺いいたします。 

 以上で、壇上からの私の一般質問を終了い

たします。御答弁よろしくお願いいたしま

す。 

○副議長（佐々木卓也君） ただいまの久保

田隆二議員の質問に対する当局の答弁を求め

ます。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの久保田

議員御質問の行政問題の第２点目、販路拡大

の支援については私から、そのほかにつきま

しては副市長並びに市民生活部長からお答え

をさせますので御了承を願いたいと存じま

す。 

 少子高齢化や人口減少の進行は、地域社会

に様々な影響を及ぼすとともに、地方経済に

おいても、まずは小売、飲食、娯楽及び医療

機関などのいわゆる生活関連サービスの衰退

が進行すると言われております。 

 このような状況下にあって、地域経済が発

展と成長を遂げていくためには、特に地域経

済の循環と域外からの需要獲得、この二つが

重要課題であると認識しております。 

 御質問の中小企業者等が行う販路拡大など

の取組に対する、市の支援策と今後の方向性

についてでありますが、当市といたしまして

は、現在、特産品開発促進事業費補助金にお

いて、市内の中小企業者等に対し、県内外で

開催されるイベント等への参加、販路開拓の

ための調査・研究、ＰＲ用販売促進物やイン

ターネットを使った宣伝・販売などに要する

経費の一部を補助する支援を実施しておりま

す。 

 また、中小企業サポート補助金や起業化支

援事業費補助金において、ウェブサイトの構

築に係る経費、電子決済の導入やＥＣサイト

の立ち上げなど、事業のＤＸ化に要する経費

の一部を補助する支援も実施しております。 

 今後の方向性につきましては、必要に応じ

て、現在実施している支援策の磨き上げを図

るとともに、ＤＸ化の進展など、時代の潮流

をしっかりと捉えた上で、中小企業者等が主

体性をもって、域外からの需要獲得に向けた
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事業展開が可能となるよう、引き続き、施策

の充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 私からは、以上であります。 

○副議長（佐々木卓也君） 副市長。 

○副市長（米田光一郎君） 行政問題、空き

家バンクの活用についての第１点目、空き家

バンク制度の検討状況についてお答えいたし

ます。 

 近年、人口減少や少子高齢化により、全国

的に空き家が増加しております。特に、長期

間放置され、適正な管理が行われていない空

き家は、地域の生活環境に影響を及ぼすな

ど、様々な問題の発生が懸念されており、粘

り強く取り組んでいかなければならない課題

であると認識しております。 

 このため、当市では令和２年３月、三沢市

空家等対策計画を策定し、空き家の発生予

防、適正管理の促進、利活用の促進、危険な

空き家の抑制・解消を空き家対策の基本的な

方針として位置づけ、総合的な取組を実施し

てまいりました。 

 このうち、利活用の推進については、空き

家の劣化や周辺環境への影響が深刻化する前

に状態を見極めた上で、売却や賃貸といった

利用方策を検討することが重要であり、空き

家バンクが有効な手段の一つであると認識し

ております。 

 また、空き家バンクは、空き家所有者の利

活用に対する意欲向上を図り、売却、賃貸な

どの不動産流通やリフォーム、リノベーショ

ンを促進することにより、地域経済の活性化

や移住・定住の促進にもつながると考えてお

ります。 

 今年度、空き家等対策計画の見直し作業が

予定されており、その中で、改めて空き家の

実態調査及び空き家所有者の利活用意識確認

を行うこととしております。その上で、空き

家の利活用に関するニーズを分析するととも

に、他自治体の事例なども調査・研究しなが

ら、空き家バンク制度の構築に向けて取り組

んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（田中 誠君） 行政問題、

空き家バンクの活用についての第２点目、空

き家バンクでの市場価値が低い物件のＰＲに

ついてお答えいたします。 

 空き家バンクを効果的に運営していくため

には、空き家の所有者に登録を促すなど、物

件数の充実を図る必要があり、登録する空き

家の中には市場価値が低く、一般の不動産流

通では買い手が見つからない物件も含まれる

ことが想定されます。このため、当市といた

しましては、市場価値が低い物件についても

利活用希望者とのマッチングが図られるよ

う、ホームページにおいて詳細な物件情報と

併せて、生活環境や雇用、市の支援策などを

掲載し、空き家の利用促進に向けたＰＲを

図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 久保田議員。 

○４番（久保田隆二君） 御答弁いただきま

して、誠にありがとうございました。 

 １番から順番に再質問をさせていただけれ

ばと思います。 

 まずは、１番の⑴の空き家バンクの制度の

検討状況についてですけれども、こちらは再

質問はございませんけれども、今ちょうど利

活用のニーズを調査して、これからその空き

家バンクを実際に進めていけるかどうかを検

討されている段階だと思うのですけれども、

こちら、多分、空き家バンクのサイトをもし

仮に作るにあたっては、初めから８０点、９

０点を目指さなくても、例えば６０点、７０

点でも、まずは開設してみるということが大

事なのではないかと思っていまして、やはり

サイトなので、やっていくうちにフィード

バックを市民の方から頂いて、例えば修正、

こうしたらいいのではないかみたいな意見を

頂くこともあると思いますので、最初から絶

対にがちがちに計画を組んでやっていかなく

てもいいと思うので、取りあえずはスピー

ディーに、今令和６年度ですけれども、令和
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７年度の早いうちにできればいいと思います

ので、少しでも早く開設していければという

ふうに思っております。こちらは再質問はご

ざいません。 

 次に１番の⑵の空き家バンクでの市場価値

が低い物件情報のＰＲについてだったのです

けれども、先ほど、そういった物件情報以外

に、生活環境ですとか雇用とか、そういった

市の支援策など、情報以外にもＰＲ情報を何

か載せていくような話が出ていたと思うので

すけれども、こちら、おっしゃられたとおり

に物件情報だけだと、なかなか市場価値が低

い物件を売るのは難しいと思うので、ちょっ

とビジュアル的に見栄えがいいようにという

か、その物件情報以外も載せていくべきだと

思っているのですけれども、再質問でお聞き

したかったのが、現状、まだ検討中だと思い

ますけれども、その空き家バンクを仮につく

るとなったときに、新たに特設サイトのよう

なものを作るイメージで今お考えなのか、そ

れとも、例えば十和田市の事例を調べたら、

十和田市のホームページの中にそういった物

件を載せていっている事例もありまして、私

の個人的な考えとしては特設的な何かを作っ

たほうがいいと思っているのですけれども、

その辺、現時点で検討していることがもしあ

れば、ちょっと教えていただきたいなと思っ

ております。 

○副議長（佐々木卓也君） 答弁願います。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（田中 誠君） 空き家バン

クの物件紹介に市のホームページを使用して

情報提供するのか、それとも特設のサイトを

開くのかという再質問にお答えいたします。 

 現在のところ、市のホームページでの情報

提供を考えております。しかしながら、空き

家バンク制度の構築を検討する中で、どのよ

うなサイトの活用が空き家の利活用希望者に

とって利便性が高く、情報にアクセスしやす

くなるのか、引き続き検討してまいりたいと

考えております。 

 以上であります。 

○副議長（佐々木卓也君） 久保田議員。 

○４番（久保田隆二君） 御答弁いただきま

して、ありがとうございました。 

 そういった市の今、ホームページを使っ

て、まずはやってみるということでしたの

で、ぜひ、それで１回やってみて、それでい

ろいろまた、そこで市民の方から声が上がっ

てきたりとか、これだとちょっとまずいので

はないかみたいな、いろいろ話も出てくると

思いますので、そういった際にもっとよりよ

いものを作っていけるように、徐々に変えて

いくというか、そういった形で検討を進めて

いただければと思います。再々質問はござい

ません。 

 次に、２番の販路拡大の支援についての質

問をさせていただきたいと思います。 

 今、行政としてもいろいろ販路拡大に関し

て、いろいろと補助金などを出して実施され

ていることと思っているのですけれども、例

えば、この今、答弁の中で言われていたよう

な、各種補助金とか、そういったことが、具

体的に周知というか、実際その補助金がもし

仮に行政のほうであったとしても、その補助

金自体が多くの中小企業者の方に周知、認知

されていないと、なかなか利用していただけ

ないのではないかなというふうに思っていま

して、そういった現在の補助金の認知、周知

状況について、今どのようになっているのか

とか、今後について何か話があれば、そこら

辺についてちょっと答弁いただければと思い

ます。 

○副議長（佐々木卓也君） 答弁願います。 

 経済部長。 

○経済部長（坂岡敏行君） ただいまの周知

方法についてお答えいたします。 

 先ほど、答弁の中で３事業を述べさせてい

ただきました。その中には予算の執行率の低

い事業もございます。そういったところは、

今まで同様、ホームページ、広報誌、マック

テレビ等の媒体を活用するのはもちろんのこ

と、これまでにも実施していなかった、事業

者の目に触れるような、目に留まるようなＰ
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Ｒチラシ等を新たに作成して、商工会をはじ

め、また同業者で組織する各種組合や団体等

に、そのチラシを配布しながら周知に努めて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 以上で、久保田

隆二議員の質問を終わります。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 春日洋子議員の登壇を願います。 

 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） １５番、公明党の

春日洋子でございます。 

 通告の順に従い、質問してまいります。 

 はじめに、行政問題の１点目、移動型トイ

レトレーラー導入についてお伺いします。 

 災害発生時に、まず困るのはトイレである

と言われています。一旦、大災害が起きてし

まうと、断水や停電によって水洗トイレが使

えなくなり、皆が我慢しなくてはならない事

態に陥ってしまいます。 

 熊本地震時の調査によると、地震発生後、

最初にトイレに行きたいと感じたのは、３時

間以内が３９％であり、６時間以内は３４

％、９時間以内は１３％で、３時間以内に４

割の人がトイレに行きたくなるとの結果でし

た。 

 一方、東日本大震災時の調査によると、仮

設トイレが避難所に行き渡るまでに要した日

数は、３日以内が３４％、４日から７日が１

７％、８日から１４日が２８％であり、仮設

トイレはすぐ届かないという現状が浮き彫り

になっています。 

 避難所や公共のトイレが汚物であふれ不衛

生になると、汚いトイレには行きたくない

と、食事や水分摂取を我慢したり、動かない

でじっとしているといったことで、血液中に

血の塊ができ、肺に詰まって重篤な症状を引

き起こすエコノミークラス症候群を発症し、

災害関連死につながる恐れも指摘されていま

す。 

 主な災害用トイレとしては、便座に取り付

ける凝固剤入り便袋、持ち運びできる簡易ト

イレ、下水道管とつながるマンホール上に便

器を取り付けるマンホールトイレ、平時は工

事現場やイベント時に活用する仮設トイレ、

そして広い個室を複数有する移動設置型水洗

トイレであるトイレトレーラーなどがありま

す。 

 本年１月に発生した能登半島地震の被災地

では、長引く断水で風呂や洗濯、トイレの確

保が切実であり、各所に仮設トイレが設置さ

れているものの、利用者からは臭い、汚い、

暗いとの声が聞かれているといいます。 

 これに対し、臭わない、きれい、明るいと

喜ばれているのが、全国の自治体から派遣さ

れた移動型のトイレトレーラーであるとのこ

とです。 

 平時から災害時のトイレ対策を進めていく

ことが重要であり、命と尊厳を守る環境を整

えるべきです。 

 そこで、本市においても、移動型トイレト

レーラーを導入すべきと考え、御見解をお伺

いします。 

 次に、２点目の防災備蓄品のさらなる取組

についてお伺いします。 

 本市においては、災害時に備え、避難所運

営に必要な資機材や備蓄物資の整備に努めて

いただいているものと認識しています。 

 先般、石川県能登半島地震における被災者

支援の報告会に参加した折り、初めて男性

用、女性用の災害用下着を目にいたしまし

た。断水により長期間、入浴できなかった

り、下着を取り替えられない状況が続くと、

デリケート部分に様々な弊害が生じたり、膀

胱炎のリスクも高まり、また、尿漏れで替え

の下着がなく困っている方にとっても、災害

用下着があればとても助かるものです。 

 さらに、生理用品については、枚数だけで

はなく、種類を充実させることが重要です。

生理用品には、利用シーンに応じた様々な種

類があり、避難時に自ら申し出ることがため

らわれるといいます。そこで、防災備蓄品の

さらなる取組として、災害用下着の備蓄、生

理用品の種類を充実させることについて、本
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市の御見解をお伺いします。 

 次に、３点目のこども誰でも通園制度の導

入についてお伺いします。 

 政府のこども未来戦略方針で創設を掲げ

た、こども誰でも通園制度のモデル事業が全

国の自治体で順次始まっています。同制度

は、親の就労の有無に関わらず、保育所など

を時間単位で柔軟に利用できる仕組みを構築

するものであり、未就園時の親の育児負担の

軽減や孤立化を防ぐのが目的です。 

 今年度のモデル事業は、既存の一時預かり

事業を参考に、保育所や幼稚園に通っていな

い未就園時を対象に、定員に空きのある保育

所で、週１回ないし２回程度受け入れるもの

です。保護者が保育所に事前登録すること

で、毎回の手続きを省き、定期利用しやすく

し、保護者に対しては定期的な面談などを通

じて支援するとしています。 

 こども家庭庁によると、２０２１年度時点

で、０歳～２歳児の約６割に当たる１４６万

人が未就園であり、親が自宅で子供と向き合

い続けて疲弊したり、誰にも悩みを打ち明け

られなかったりする可能性が指摘されていま

す。 

 こうした問題は家庭内で起きるため、虐待

や障害といった課題を抱えていても、発見が

遅れがちになるのが特徴です。 

 同制度を利用することで、保護者がリフ

レッシュしたり、保育士から助言を受けたり

することができ、孤立化の防止につながり、

子供にとっても集団遊びの経験は、発育への

効果が期待されます。 

 このように、同制度の意義は大きいことか

ら、導入に向けて、本市の現状をお伺いしま

す。 

 次に、４点目の５歳児健診の導入について

お伺いします。 

 ５歳児健診は、発達障害などを早期に発見

し、安心の就学につなげることを目指すもの

であり、その全国的な実施に向け、国は今年

から市区町村の健診費用の助成を開始いたし

ました。 

 落ち着きがない、周囲とうまく関われない

などの発達の特性を持つ子供たちは、小学校

への就学後に環境に適応できず、不登校に

なったり、問題行動を起こしてしまったりす

ることが少なくないといいます。 

 ５歳児健診によって、そうした特性に気づ

き、適切な療育につなげることができれば、

多くの子供たちが通常学級でも問題なく学べ

るようになります。 

 小学校入学前の就学時健診もありますが、

就学までの期間が短いことから、支援が難し

くなります。我が子の特性を理解し、関わり

方などについて、保護者が専門家に相談でき

る場としても、５歳児健診と実施後のフォ

ローアップ体制の充実は重要です。 

 そこで、５歳児健診の導入に向けて、本市

の御見解をお伺いします。 

 次に、５点目の帯状疱疹ワクチン接種への

公費助成導入についてお伺いします。 

 帯状疱疹は、水痘帯状疱疹ウイルスの再活

性化によって発症するものであり、８０歳ま

でに３人に１人が発症し、２０１４年、小児

への水痘ワクチンが定期接種になることで、

帯状疱疹の発症が増加しつつあると言われて

おり、生涯で約３０％の人が罹患する疾患で

す。発症率は、５０歳代から上昇し、６０歳

代から８０歳代でピークを迎え、皮膚症状だ

けでなく、疼痛を伴う疾患で、感覚神経のあ

る部位にどこにでも帯状疱疹を発症する可能

性があると言われています。 

 また、帯状疱疹の合併症として、約２０％

の人が帯状疱疹後神経痛に悩まされるとのこ

とであり、最も多い合併症は帯状疱疹治療後

に疼痛が長期間残る帯状疱疹後神経痛です。

この痛みは、情緒や身体的機能に影響を及ぼ

し、日常の活動量や生活の質を低下させ、５

０歳以上で帯状疱疹を発症した人の２０％が

帯状疱疹後神経痛になると言われ、その痛み

の特徴は、焼けるようなずきんずきんする、

締め付けられるような、電気が走るような、

刺すような痛みであるそうです。帯状疱疹

後、疼痛に移行した割合は、５０歳以上では
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１９.７％であり、８０歳以上では３２.９％

との報告もあります。 

 令和５年第１回定例会においての一般質問

に対し、帯状疱疹ワクチン接種への助成につ

いては、国の定期予防接種等の検討状況を注

視し、医療機関と十分に協議を重ね、慎重に

判断してまいりたいとの答弁でした。 

 そこで、これまでの検討状況をお伺いしま

す。 

 次に、６点目の若年がん患者への在宅療養

支援についてお伺いします。 

 近年、がん患者が増加し、その治療に当

たっての負担も大きくなっています。日本に

おいては、２人に１人ががんにかかると言わ

れ、死亡原因の第１位になっています。 

 がんに罹患し、回復が困難になった患者が

自宅で家族と共に過ごしたいと願っても、４

０歳以上は介護保険を利用できますが、３９

歳以下は対象外で負担が大きくなります。 

 介護保険制度などの対象にならない若年の

がん患者が、自宅で自分らしく安心して日常

生活が送れるよう、がん患者とその御家族の

負担軽減を図るため、訪問看護や訪問入浴介

護、福祉用具貸与などのサービス等の利用料

の一部を助成している自治体もあることか

ら、本市においても、在宅療養費の支援をし

ていただきたいとの声が届いています。 

 終末期を自宅で過ごすのは大切な思い出に

なりますが、訪問看護などの利用、電動ベッ

ド、車椅子などのレンタルが必要になり、出

費もかさみます。うちで過ごしたいとの願い

に応えるため、費用の一部を助成すべきと考

えますことから、本市の御見解をお伺いしま

す。 

 最後に、教育問題の制服の選択制導入につ

いてお伺いします。 

 近年、多様性の尊重や機能性、快適さを重

視し、制服にブレザーを加え、性別に関係な

く、スカートかスラックスを選べるようにし

ている学校が増え始めています。従来の詰め

襟、セーラー服も着てもよく、夏はポロシャ

ツを着用してもよいという学校もあり、これ

は生徒の動きやすさ、着やすさを重視した

り、寒さ対策と性の多様性を認める視点から

見直されたものです。 

 新しい制服のモデルにブレザーを選択した

理由として、現行の詰め襟学生服とセーラー

服は性別の違いなど、多様な価値観に幅広く

適応できる選択制がないという考え方があ

り、ブレザー化への変更で期待されることと

して、現代の中学生らしさに求められる多様

性、機能性、快適性が向上することが考えら

れるとしています。 

 そこで本市においても、誰もが心地よく着

られる制服の選択制導入を検討すべきと考

え、御見解をお伺いします。 

 以上で、壇上からの私の質問を終わりま

す。御答弁をよろしくお願いいたします。 

○副議長（佐々木卓也君） ただいまの春日

洋子議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの、春日

議員御質問の行政問題の３点目、こども誰で

も通園制度の導入については私から、そのほ

かにつきましては、教育長並びに担当部長か

らお答えをさせますので御了承願いたいと存

じます。 

 現行の幼児教育、保育給付に加え、月一定

時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問

わず、時間単位で柔軟に利用できる新たな通

園給付であるこども誰でも通園制度は、核家

族や地域とのつながりが希薄化する中で、在

宅で子育てし、孤立感や不安感を抱える保護

者の負担軽減に資するとともに、子供の成長

の観点からも、子供の発達に豊かな経験をも

たらすことなどから、大変意義のある制度で

あると認識しております。 

 こども家庭庁では、令和５年度からモデル

事業を開始し、今年度においては、全国で１

５０程度の自治体において、制度の本格実施

を見据えた試行的事業を実施することとして

おります。 

 その後、令和７年度には、法律上制度化
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し、実施自治体の増加を図った上で、令和８

年度から子ども・子育て支援法に基づく新た

な給付として、全国の自治体において実施で

きるよう、所要の法案を現在開会中の通常国

会に提出し、昨日参議院本会議で可決、成立

したところであります。 

 このような国の動きを踏まえ、当市といた

しましても、令和７年度からの実施を目指

し、今後検討を進めていくこととしておりま

すが、本制度を効果的かつ安定的に実施して

いくためには、施設における職員の確保や負

担の増加、一時預かり事業との区別、運営費

に対する財政措置など、検討すべき多くの課

題があるものと認識しております。 

 このため、検討に当たりましては、今年度

中に策定予定としております、三沢市こども

計画並びに第３期三沢市子ども・子育て支援

事業計画の検討のため、昨年度、就学前の子

供の保護者を対象に実施した子育て支援ニー

ズに関する調査結果や、市内各施設の状況や

意向を踏まえながら、利用希望者の受入れに

必要な整備量を的確に把握するとともに、今

年度、他の自治体で実施する試行的事業の実

施状況や課題についても情報収集しながら適

切に対応してまいりたいと考えております。 

 私からは、以上であります。 

○副議長（佐々木卓也君） 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） 行政問題の第１

点目、移動型トイレトレーラー導入について

お答えいたします。 

 災害時におけるトイレ環境については、断

水に伴い、水洗トイレが利用できないことな

どにより、不衛生な状態による感染症の蔓延

や避難者が水分摂取を控えることで健康被害

を引き起こす恐れがあるなど、トイレ・衛生

対策は大変重要であると認識しているところ

でございます。 

 先の東日本大震災におきましても、改めて

その重要性が問われ、当市といたしまして

も、これまで簡易トイレや携帯トイレを備蓄

するなど、水洗トイレが使用できない場合を

想定し、備えを進めてきたところでございま

す。 

 トイレトレーラーは複数の個室や手洗い台

が装備され、発災直後の被災地で水の供給が

望めない状況においても、衛生的なトイレ環

境を提供できることや移動が容易である機動

性等から、能登半島地震において、既に導入

している自治体からトレーラーが集結し、被

災地支援として活躍しているところでありま

す。 

 御質問の移動型トイレトレーラーの導入に

つきましては、先進自治体の事例等を参考

に、購入後の維持管理や運用等も含め、どの

ように活用が図られているか調査・研究を進

めてまいりたいと考えております。 

 次に、行政問題の第２点目、防災備蓄品の

さらなる取組についてお答えいたします。 

 当市では東日本大震災を契機として、大規

模災害発生時に被災者の方々にお使いいただ

けるよう、発電機等の資機材や食料及び飲料

水等、生活必需品の備蓄を行っているところ

であります。 

 災害時に必要となる物資の備蓄は、各家庭

や個人で対策を行う自助と、地域や組織等に

よる共助を原則としながら、これまでこれら

を補完する目的から、行政機関等が行う公助

としての備蓄を実施することで、災害への備

えを向上させるよう努めているところでござ

います。 

 これまで当市が実施してきた生活必需品の

備蓄においては、災害用下着についての導入

実績はないものの、生理用品については現在

４,５００枚を備蓄しているところでありま

す。 

 御質問の災害用下着の備蓄、生理用品の種

類の充実については、避難生活の質の向上を

図るという観点から、現在流通している製品

の特性を見極めながら、企業との協定を活用

した流通備蓄も併せ、防災備蓄品のさらなる

充実について検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（大塚勤光君） 行政問題の

第４点目、５歳児健診の導入についてお答え

いたします。 

 当市における幼児の健康診査は、母子保健

法に基づく１歳６か月児と３歳児健診のほ

か、市独自に２歳児歯科健診を実施しており

ます。 

 さらに、５歳児に対しましては、平成２０

年度、２１年度の２年間、県のモデル事業と

して、５歳児発達相談事業を立ち上げ、希望

者に対し、専門の医師及び心理相談員、療育

施設の支援員等による個別相談を開始し、現

在も市単独で実施しております。 

 これらの健診や相談の結果により、継続し

た支援が必要と認められた場合には、事後指

導教室や療育機関の利用につなげるなど、多

職種、多機関が連携しながら、就学に向けた

切れ目のない支援を行っているところでござ

います。 

 こうした中、国におきましては、今年度か

ら、出産後から就学前までの切れ目ない健康

診査の実施体制を整備することを目的に、母

子保健医療対策総合支援事業として、１か月

児及び５歳児に対する健康診査の費用を助成

する事業を開始したところであります。 

 ５歳頃は言語の理解能力や社会性の成長に

伴い、発達障害が認知される時期であり、保

健、医療、福祉による対応の有無が、その後

の成長、発達に影響を及ぼすことから、５歳

児健康診査は心身の発達や社会性を確認し、

早期支援につなげるために重要な健診であり

ます。 

 しかしながら、５歳児全員を対象とした健

診の実施に当たっては、一人一人の発達や特

性の見極めが必要であることから、健診に要

する時間が長くなることが予想されるため、

年間を通じた医師や心理相談員等の人材確

保、支援につなげるフォローアップ体制充実

のための関係機関との調整など、検討すべき

多くの課題があるものと認識しております。 

 当市の現状といたしましては、医師や心理

相談員等の人材が少なく、特に心理相談員に

つきましては、１～２名の相談員が上十三地

域各市町村の相談を掛け持ちで担当している

状況であり、人材確保が大きな課題となって

おります。 

 さらに健診により、療育機関の利用が望ま

しいとの結果になった場合に利用する児童発

達支援につきましても、現在多くの幼児が利

用しており、希望どおりに利用することがで

きないお子さんもいる状況であるため、受入

先の確保も課題となっております。 

 このようなことから、５歳児健診の導入に

つきましては大きな課題があるため、現在実

施している５歳児発達相談事業による支援を

継続しながら、他自治体の動向や実施状況・

健診体制について調査・研究し、導入に向け

検討してまいりたいと考えております。 

 続きまして、行政問題の第５点目、帯状疱

疹ワクチン接種への公費助成導入についてお

答えいたします。 

 帯状疱疹ワクチン接種費用の助成につきま

しては、令和５年第１回定例会におきまし

て、国の定期予防接種化への検討状況を注視

し、医療機関と十分に協議を重ね、慎重に判

断してまいりたいとの答弁をしたところであ

ります。 

 その後、国におきましては、令和５年１１

月９日開催の第２１回厚生科学審議会におい

て、ワクチンの持続期間、安全性、費用等、

ワクチンの評価に必要な知見を集積している

段階であり、定期接種化については、再度議

論が必要であるとの報告から、当市におきま

しても、引き続き検討している状況でありま

す。 

 帯状疱疹は、強い痛みなどの症状や症状消

失後も神経痛などの後遺症が残ることがある

など、発症及び重症化予防が必要な疾患であ

るため、一定の予防効果が期待できる予防接

種は大変重要であるという認識は変わってお

りません。 

 しかしながら、予防接種は接種により副反

応や健康被害が生じる可能性があることか

ら、安全性や健康被害が生じた際の救済も含
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め、総合的に検討することが必要でありま

す。 

 全国で接種費用を助成する自治体が少しず

つ増えてきていることは把握しております

が、当市といたしましては、引き続き国の審

議会での有効性、安全性等に関する検討状況

を注視するとともに、他自治体の状況につい

ても情報収集を行いながら、慎重に判断して

まいりたいと考えております。 

 続きまして、行政問題の第６点目、若年が

ん患者への在宅療養支援についてお答えいた

します。 

 国立がん研究センターのがん統計によりま

すと、３９歳以下のがん患者は、がん患者全

体の２％程度と少数ですが、年間約２万人の

方が新たにがんと診断されていると推計され

ております。 

 青森県におきましては、令和４年の統計に

よりますと、３９歳以下では３０名の方がが

んにより亡くなっている状況であります。こ

の世代は、就学や就労、結婚や出産、育児と

いった、様々なライフイベントが起こる時期

であり、がんに罹患すると、治療等により、

通学や仕事の継続に支障を来たすことが多

く、生活全般において深刻な問題が生じてき

ます。 

 このため、若年層のがん患者に対しまして

は、医学的な面だけでなく、この世代に特有

の様々な問題に配慮した精神的、社会的な面

からのサポートが必要であると考えておりま

す。 

 御質問のがん患者の在宅療養については、

１９歳までは、小児慢性特定疾病の医療費助

成制度、４０歳からは介護保険制度により支

援が受けられますが、２０歳～３０歳代の方

につきましては、これらの法制度の狭間の年

代で、公的支援がなく、在宅療養を選択した

場合の介護負担、経済負担は非常に重いもの

と認識しております。 

 当市では、青森県がん診療連携推進病院で

ある三沢市立三沢病院にがん相談支援セン

ターが設置され、がん専門相談員が様々な相

談に対応しておりますが、若年がん患者が対

象となっている公的サービスがなく、患者に

大きな負担がかかってしまうことがあるとお

聞きしております。 

 がん患者が住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを最後まで続けるためには、年齢を問わ

ず、在宅医療や訪問介護などの在宅療養のた

めの支援が不可欠であり、全ての方が平等に

受けられることが大変重要になってくると考

えております。 

 国は第４期がん対策推進基本計画におい

て、若い世代のがん患者の在宅での療養環境

の整備が必要であり、そのために実態把握や

体制整備の検討を行うこととしております。 

 当市といたしましては、国の検討状況を注

視しながら、三沢市立三沢病院のがん相談支

援センターと連携して、実情の把握に努める

とともに、既に実施している自治体の事例を

参考に、必要な支援等について調査・研究し

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 教育長。 

○教育長（山内康之君） 教育問題、制服の

選択制導入についてお答えいたします。 

 市内中学校では、自校の生徒であるという

自覚と誇りを持たせ、学習に向かう姿勢や一

体感を高めることができるよう、各学校が主

体的に制服を定めております。原則、男子は

詰め襟学制服、女子はセーラー服となってお

りますが、心と体の性が一致しない場合など

には、各校とも本人や保護者からの要望に応

じて柔軟に対応しております。 

 教育委員会といたしましても、性同一性障

害に限らず、個に応じたきめ細やかな対応が

求められている昨今の状況を踏まえ、困り感

のある児童生徒や保護者の声に耳を傾け、寄

り添うという基本姿勢を今後も各校と共有し

てまいります。 

 さらに、多様性の尊重や冬場の機能性と

いった様々な視点からの制服の選択制やブレ

ザーの導入につきましては、今後、校長会の

意見を伺いながら検討してまいります。 
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 以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） ただいまの御答弁

に対しまして、再質問させていただきます。 

 はじめに、行政問題の１点目、移動型トイ

レトレーラー導入について再質問させていた

だきます。 

 先ほどいただいた御答弁の中で、この移動

型トイレトレーラーにつきましては、どのよ

うに、今後、活用が図られているか、そのよ

うなことも調査・研究してまいりたいという

趣旨の御答弁をいただきました。 

 もちろん、この移動型トイレトレーラーは

災害時の活用が大前提である、このことは間

違いありませんけれども、平時ではイベント

時においても活用できるものというふうに認

識しているところでございます。 

 三沢市は年間を通じましてイベントが多い

まちでありますから、こういうイベント時に

おいても大いに活用できるものというふうに

私自身は考えているところでございます。 

 そこで、丁寧な御答弁をいただきましたけ

れども、現段階で三沢市においては、この移

動型トイレトレーラー導入に向けてですけれ

ども、今後、前向きに検討していただくお考

えがあるかお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○副議長（佐々木卓也君） 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） トイレトレー

ラーについての再質問で、災害時以外での活

用についてということと、あと、前向きに導

入、検討するのかという御質問にお答えした

いと思います。 

 トイレトレーラーを導入することによりま

して、当市での災害時における利用はもちろ

んですが、移動が容易であるということか

ら、他自治体への災害派遣も可能となり、災

害時における有用性は大きいものと認識して

おります。 

 一方で、トイレトレーラーは、平時におけ

る保管場所の確保や維持管理が必要であると

いうなどの課題もございます。導入している

先進自治体の事例によりますと、稼働率を上

げるために防災訓練への活用とか、それから

お祭りやイベント等、もしくはマラソン大会

への活用とか、あと、それから使用料を徴収

して農園等へ貸出ししているというような事

例もあるようでございます。 

 そのため、今後、トイレトレーラーの導入

の検討を進めるに当たりましては、平時の活

用方法について、十分調査して判断してまい

りたいと思っております。 

 いずれにいたしましても、災害はいつどこ

で発生するか分かりませんので、災害時の市

民の安全・安心のため、トイレトレーラーを

含め、災害への備えをさらに進めてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） ありがとうござい

ます。ぜひ、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、２点目の防災備蓄品のさらな

る取組について、再質問させていただきま

す。 

 今般、私自身も初めて災害用下着につい

て、手に取り、目にしてまいりまして、ま

た、必要性も感じてまいりましたけれども、

併せて、ぜひこういう災害用下着があるとい

うのも、また何かの機会を捉えて市民の皆様

にも御周知する機会があればというふうな思

いもあり質問に取り上げさせていただきまし

た。 

 そこで、一番強く思っているのは、生理用

品の備蓄であります。先ほど、部長からの答

弁で、生理用品は４,５００枚ある。この４,

５００枚、数としては随分たくさん備蓄して

くださっているなというふうに一瞬受け止め

ましたけれども、このサイズが夜用だけとい

うことでございます。 

 先ほどの前段の登壇においても申し述べさ

せていただきましたけれども、この生理用品

は、様々なシーンで使い分ける、こういう必

要がございます。そこで、夜用サイズのみの

備蓄は好ましくございません。そこで、生理
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用品の様々なサイズがあります。以前のよう

に、生理用品を夜用サイズのみではなく、こ

れに加えて、様々なサイズがある、繰り返し

て申し上げて申し訳ありませんけれども、こ

のことを速やかに備蓄品として購入していた

だきたい。このことを強く思っておりますけ

れども、これについてのお答えをお願いした

いと思います。 

○副議長（佐々木卓也君） 答弁願います。 

 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） ただいまの防災

備蓄品の再質問の生理用品の種類についてお

答えいたします。 

 三沢市民の半分は女性であります。女性と

男性が災害から受ける影響の違いなど、十分

に配慮された女性の視点からの災害対応が行

われることが、防災や減災、災害に強い社会

の実現には必要不可欠であると認識しており

ます。 

 災害用備蓄品においても、女性の視点を取

り入れ、女性に配慮した備蓄品の確保に努め

ていく必要があると考えております。 

 御質問の生理用品の種類につきましては、

ストレスや免疫力の低下が起こりやすい災害

時ほど衛生的に過ごすための様々な生理用品

の種類の備蓄が重要であると考えておりま

す。現在多くの製品が流通しておりますの

で、備蓄に向けて、それらの情報を収集して

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） ありがとうござい

ます。ぜひ、よろしくお願いいたします。 

 次に、３点目のこども誰でも通園制度の導

入について再質問させていただきます。 

 市長より御答弁をいただきました。御答弁

の中で、昨年度、就学前の子供の保護者を対

象に子育て支援ニーズに関する調査を行った

との御答弁をいただいたところでございま

す。 

 そこで参考にお聞きしたいのですが、この

調査はどのような内容であったのか。また、

その結果についても、簡単でよろしいですの

でお答えいただければと思います。よろしく

お願いします。 

○副議長（佐々木卓也君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） こども誰で

も通園制度の再質問についてお答えいたしま

す。 

 ニーズに関する調査とはどのようなものか

ということと、それから、その結果というこ

とだと思うのですけれども、まず、このニー

ズ調査でございますが、答弁でも述べたとお

り、現在策定予定としております三沢市こど

も計画及びその計画と一体的に策定する第３

期三沢市子ども・子育て支援事業計画の検討

に当たりまして、保護者の就労状況とか、日

常の子育ての実情とか、さらには保護者の

ニーズなどを把握するために、市内在住の就

学前の子供の保護者１,０００人を対象にアン

ケート調査を行いまして、そのうち４３０名

の方から回答いただいたものであります。 

 このアンケート調査の中で、現在、教育・

保育施設を定期的に利用していない保護者の

うち、お子さんの年齢が０歳から２歳の方に

対しまして、こども誰でも通園制度の利用希

望について質問したところですが、その結果

といたしましては、先ほどの条件に該当する

方、７２人から回答がありまして、そのうち

の５０％の方が何らかの形でこの制度を利用

したいといった回答結果がありました。 

 当市といたしましても、この結果を参考

に、こども誰でも通園制度の実施に当たりま

して、必要な市内の施設の受入状況、受入時

間数や定員数等を把握してまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。 

 令和７年度からの導入予定でございますの

で、スムーズにスタートできますように願っ

ております。よろしくお願いいたします。 

 次に、４点目の５歳児健診の導入について
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再質問させていただきます。 

 先ほどの御答弁の中で、本市においても、

５歳児健診の導入に向けては、医師や心理相

談員の確保が大きな課題であるということは

承知いたしました。 

 そこで、発達障害の子供が現在増加傾向に

あるわけですけれども、三沢市はありがたい

ことに、これまで市単独で５歳児発達相談支

援を実施してくださってきた、このことは大

変ありがたい取組だというふうに受け止めて

おります。 

 そこで、参考までにお伺いしたいと思って

おりますのは、これまで進めてくださいまし

た５歳児発達相談の実施回数及び利用者は何

名ほどであったのか、参考にお聞かせいただ

きたいと思います。 

○副議長（佐々木卓也君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） ５歳児健康

診査の発達相談の年間の実施回数と利用者数

ということで、再質問にお答えしたいと思い

ます。 

 昨年度の実績になるのですけれども、ま

ず、５歳児発達相談は、１回当たりの基本定

員を３人としております。昨年度は８回実施

いたしまして、相談者数は合計２４人であり

ました。ただ、希望している方が３０名ほど

おりまして、その相談を受けられなかったと

いうことで、相談者の人数制限があるもので

すから、やむを得ずお断りして、言葉の相談

の、そういった別の相談の窓口で対応してい

ただいたということもございました。 

 ですから、相談希望者が年々増加している

という状況ですので、今年度は相談回数を１

回増やしまして、合計９回の実施予定として

おります。 

 そして、相談の結果、継続支援が必要と

なった幼児に対しましては、小学校の入学に

向けて事後指導教室を開催しておりまして、

昨年度は１４回実施いたしまして、参加者数

は延べ６９人でございました。こちらは今年

度も同様に実施する予定としております。 

 以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） ありがとうござい

ます。市としてもできる限りの支援をしてき

ていただいたということは非常にありがたい

と思っております。今後もぜひよろしくお願

いいたします。 

 次は、５点目の帯状疱疹ワクチン接種への

公費助成導入については、再質問はございま

せん。 

 現在、公費助成の自治体が少しずつ増えて

いるというような趣旨の御答弁ございました

けれども、参考に申し上げさせていただきま

す。 

 本年、４月現在、青森県ではむつ市、六ヶ

所村でございます。公費助成をしている全国

の自治体は４月時点で６０２自治体でござい

ます。この自治体数をどういうふうに受け止

めるかですけれども、様々な検討しなければ

ならないことも承知の上ですけれども、現

在、６０２自治体がこの公費助成を導入して

いるということも併せて参考に申し上げさせ

ていただきます。 

 今後も様々な検討課題は多くあることも承

知いたしましたけれども、積極的に情報収集

に努めていただきたいということを願ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 次に６点目の若年がん患者への在宅療養支

援について再質問させていただきます。 

 いわゆる２０歳代～３０歳代のＡＹＡ世代

の方々でありますけれども、法制度のはざま

の年代でございます。やむなく在宅療養を選

択した場合、介護負担や経済的負担が非常に

重い、これは共通して皆さまも認識していた

だけるものというふうに思っております。御

答弁の中でもそのことを示していただきまし

た。 

 この問題は、我が三沢市のみならず、県全

体でも取り組んでいかなければならない大き

な問題でもあるというふうに考えております

けれども、市として必要な支援について答弁

の中で調査・研究してまいりたいとのこうい

う御答弁をいただきましたけれども、現段階
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でどのような認識で取り組んでいかれるの

か、参考にお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○副議長（佐々木卓也君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 若年がん患

者への在宅療養支援についての再質問にお答

えいたします。 

 いわゆるＡＹＡ世代の負担に対して、今後

どのような認識で市として取り組んでいくか

という再質問だと思うのですけれども、この

２０代～３０代の、いわゆるＡＹＡ世代とい

われる世代の方々といいますのは、先ほど答

弁でも触れましたとおり、様々なイベントが

ある年代でございます。ですから、この２０

代から３０代の様々な苦しみについて、真摯

に向き合って取り組んでいかなければならな

い問題であると認識しております。 

 この取組に関しましては、既に支援制度を

実施している自治体では、市が単独で実施し

ていたり、県が市町村に補助していたりと、

実施形態は様々ではあるのですけれども、い

ずれも福祉用具の貸与とか購入の助成、それ

から訪問介護等のサービス利用料の助成等、

患者が在宅で過ごすために必要な費用を助成

しているということでございます。 

 当市では、この２０代～３０代の方の、が

ん患者の対象の件数というのはそれほど多く

はございませんが、苦しんでいる方がいらっ

しゃるというのは現実でございます。ですの

で、県に対して支援制度の創設を働き掛ける

とともに、市といたしましても、これらの自

治体の実施状況等の取組を参考にしながら、

どのようなニーズがあるかといった実態を調

査して、実情にあった支援体制というものを

構築していきたいと考えておりまして、支援

に向けて前向きに取り組んでまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） ありがとうござい

ます。ぜひよろしくお願いいたします。 

 最後になります、教育問題の制服の選択制

導入について再質問させていただきます。 

 教育長の御答弁の中で、これまで三沢市に

おいても、子供たちの困り感に寄り添う姿

勢、きめ細かな対応していただいているとい

うことは、兼ねてより、私なりに理解をさせ

ていただいており、感謝を申し上げていると

ころでございます。 

 今回、２度目の質問になりました。三沢市

では児童生徒の皆さまにこれまでアンケート

を実施されていらして、また保護者と児童生

徒の皆さまにもしっかりと寄り添いながら、

各学校の自主性を尊重しているものというふ

うに私なりに受け止めているところでござい

ます。 

 その上で、大変申し訳ありません、再質問

といたしまして、私が今回こういう思いに

至ったのは、アンケートの中で出てこない当

事者の思い、本音、そういうことがあったと

したら、環境づくりのためにも、こういう自

由に制服を選べる制服の選択制導入について

はいかがかなと思ったところでございます。 

 そこで、再質問といたしましては、もし可

能でございましたら、生徒や保護者の皆さま

への意向調査、そういう関係者の協議を踏ま

えながら検討するというのもいかがかな、そ

ういう思いになったところでございます。こ

の点について、再質問させていただきます。 

○副議長（佐々木卓也君） 教育長。 

○教育長（山内康之君） 制服の選択制につ

いての意向調査をするつもりはないかという

ふうなことでございます。 

 近年、市内の中学校において、生徒会の自

治的な活動の一環として、校則を議論し改正

する動きが見られております。しかしなが

ら、制服はあくまで学校が主体的に定めるも

のというふうに定めておりますが、生徒、保

護者及び教員の意向を踏まえながら検討する

必要があると考えております。 

 また、心と体の性が一致しない児童生徒が

存在する現状において、やはり声なき声に耳

を傾ける必要があるかと考えております。 

 今後、近隣の六戸学園や三本木高等学校付



- 48 -

属中学校の制服改正の動き等を情報提供する

中で、校長会等から制服の選択制やブレザー

等の導入のアンケート調査の相談があった場

合には、その方法等について、校長会の意見

を伺いながら、前向きに検討してまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 以上で、春日洋

子議員の質問を終わります。 

 これをもって、一般質問を終わります。 

───────────────── 

  ◎日程第 ２ 議案第３３号から 

   日程第１７ 議案第４８号まで 

○副議長（佐々木卓也君） 次に、日程第２ 

議案第３３号専決処分の承認を求めることに

ついて（令和５年度三沢市介護保険特別会計

補正予算（第３号））から日程第１７ 議案

第４８号青森県市町村総合事務組合の共同処

理する事務の変更及び青森県市町村総合事務

組合規約の変更についてまでを一括議題とい

たします。 

───────────────── 

  ◎日程第１８ 総括質疑 

○副議長（佐々木卓也君） 日程第１８ た

だいま一括議題といたしました全議案に対

し、総括質疑を行いますが、通告がありませ

んので、総括質疑を終結します。 

───────────────── 

  ◎日程第１９ 特別委員会の設置及び

議案の付託 

○副議長（佐々木卓也君） 日程第１９ 特

別委員会の設置及び議案の付託を行います。 

 お諮りします。 

 ただいま一括議題となっております議案の

審査に当たりましては、７名をもって構成す

る予算審査特別委員会、８名をもって構成す

る条例等審査特別委員会をそれぞれ設置し、

これに付託の上、慎重に行いたいと思います

が、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（佐々木卓也君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、予算審査特別委員会、定数７名、

条例等審査特別委員会、定数８名をそれぞれ

設置し、これに付託することに決しました。 

 それでは、議案の付託を行います。 

 予算審査特別委員会には、議案第３３号か

ら議案第３５号までの計３件を、条例等審査

特別委員会には、議案第３６号から議案第４

８号までの計１３件をそれぞれ付託します。 

───────────────── 

  ◎日程第２０ 特別委員会委員の選任 

○副議長（佐々木卓也君） 日程第２０ 特

別委員会委員の選任を行います。 

 ただいま設置されました２特別委員会の委

員の選任については、三沢市議会委員会条例

第８条第１項の規定により、タブレットに配

信しております特別委員会委員及び付託議案

一覧表のとおり指名します。 

 なお、特別委員会委員の方々は、次の休憩

中に委員長、副委員長をそれぞれ互選し、議

長まで報告願います。 

 また、ただいま設置されました各特別委員

会の組織会は、予算審査特別委員会を大会議

室、条例等審査特別委員会を第２会議室にお

いて、それぞれ願います。 

 この際、委員会開催のため、暫時休憩しま

す。 

午後 ２時５４分 休憩 

──────────────── 

午後 ２時５９分 再開 

○副議長（佐々木卓也君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 先ほど設置されました２特別委員会の委員

長、副委員長の互選の結果を報告します。 

 予算審査特別委員会委員長、下山光義委

員、副委員長、春日洋子委員。条例等審査特

別委員会委員長、小比類巻孝幸委員、副委員

長、舩見昌功委員とそれぞれ決した旨の報告

がありました。 

───────────────── 

○副議長（佐々木卓也君） 以上で、本日の

日程は終了しました。 

 なお、明日から１３日までは、特別委員会
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審査等のため、本会議は休会となります。 

 次回本会議は、１４日午前１０時から会議

を開きます。 

 本日は、これをもって散会します。 

午後 ３時００分 散会   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


